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             る意見書  
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午前９時３０分開会  

○議長（岡田  勇君）  

 皆さん、おはようございます。  

 本日はご苦労さまです。  

 ただいまから、平成３０年和束町議会第１回定例会を再開いたします。  

 本日の会議を開きます。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１番、岡田泰正議員、２番、

藤井淸隆議員を指名いたします。  

 以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。  

 日程第２、諸般の報告を行います。  

 議長より報告いたします。  

 監査委員より、平成２９年度第１１回の出納検査の結果の報告がありましたので、

結果報告の閲覧を希望される議員は、事務局にてごらんください。  

 以上で、報告を終わります。  

 日程第３、議案第１号から議案第７号まで、平成３０年度和束町一般会計予算及び

平成３０年度和束町各特別会計予算、以上７件を一括議題といたします。  

 本案について、予算特別委員長の報告を求めます。  

 予算特別委員長、岡田泰正議員。  

○予算特別委員長（岡田泰正君）  

 皆さん、おはようございます。  

 それでは、予算特別委員会審査報告を申し上げます。  

 ３月８日開会の平成３０年第１回定例会に提案された議案第１号から議案第７号ま

での平成３０年度和束町一般会計予算及び平成３０年度和束町各特別会計予算の審査

が予算特別委員会に付託されましたので、３月１２日と１３日の２日間にわたり予算
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特別委員会を開会し、審査を行いました。  

 審査に当たっては、初めに奥田副町長から、当初予算の概要と主要事項の説明を受

けた後、各所管課長から予算書及び予算に関する説明書により説明を受けました。  

 平成３０年度当初予算では、一般会計の予算総額が３０億８ ,２００万円であり、

対前年度比で６ ,２５０万円、率にして２ .１％の増額となっています。また、６特別

会計の合計では１９億６ ,８３５万円の予算となり、対前年度比で１億８ ,８８１万円、

率にして８ .８％の減額となっています。一般会計及び６特別会計の合計額は５０億

５ ,０３５万円で、前年度より１億２ ,６３１万円の減額予算規模で編成をされました。

平成３０年度においても、昨年度に引き続き、将来を見据えたまちづくりを住民と協

働しながら、和束町第４次総合計画後期基本計画の六つのプログラムに沿った予算で

あるとの説明でした。  

 一般会計予算では、子育て支援対策として１５歳までの医療費の無料化を１８歳ま

で拡充され、また、子育て世帯の負担軽減を図るため、小・中学校の給食費並びに修

学旅行費の無料化や教育環境の改善を図るため、小・中学校のトイレ改修工事も実施

される。  

 住民生活の暮らしの安心・安全に向けた予算としては、災害時の避難場所でもある

和束小学校に災害時用マンホールトイレ整備事業への着手や地域防災計画の見直し、

そして、町民の生命・財産を担保し、拡充した防災マップの作成、釜塚地内に地下式

防火水槽を設置、引き続き、社会資本整備事業計画として橋梁長寿命化修繕事業や町

道の拡幅改良工事、道路舗装維持管理事業などが計上されている。  

 移住・定住対策として、空き家改修助成事業の拡充やスマートワーク・イン・レジ

デンス事業として体験交流センターでのサテライトオフィスの本格稼働、茶業リノベ

ーション創造事業として茶文化の発信や新産業創出事業として和束茶を生かした新商

品の開発なども計上されている。  

 交流人口の拡大に向けた予算では、修学旅行生の受け入れや「お茶の駅」構想を推
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進するためインバウンド等の受け入れの拡大、観光案内看板の設置や地方創生推進交

付金を活用したマウンテンバイク等のイベントにより観光客の増加を図るとしている。  

 特別会計に目を移すと、国民健康保険では３０年４月から、国保広域化により財政

運営は京都府に一元化されるが、国保税の賦課・徴収、資格管理、特定健診、人間ド

ックなどは引き続き町村が実施され、さらなる医療費の適正化に向け取り組まれる。  

 簡易水道事業では、平成２９年度の施設の一元化整備も完了し、今後、経営戦略に

基づき効率的な運営を実施されますが、予定されている料金改定とともに、人口減少

による水道・下水道の今後の１０年間の経営戦略についてなど課題も山積し、厳しい

状況が見込まれる。  

 介護保険では、認定者の増加に伴い保険給付費も伸びている。  

 地域包括支援センターでは、介護サービスを充実させるため新たに専門職員を雇用

され、利用者が安心して介護予防サービスを利用できる予算が盛り込まれています。  

 これに対し委員からは、下水道接続に係る水洗化補助や接続率、生ごみ・汚泥の処

理方法、生活道路・通学路の安全対策における計画は、町内のカーブミラーや防犯カ

メラの設置状況や要望の状況について、防災に関する施策や地域防災計画見直しの内

容は、路線バス運行維持補助金の増減の見通しとコミュニティバス導入の計画は、ま

た、活性化センターへ委託する広域観光推進事業である修学旅行生の受け入れ、そし

て、移住・定住対策として受け入れ体制と交流人口増加への取り組みはどのように取

り組まれるのか。  

 また、犬打峠トンネル開通を見据えたまちづくりの取り組みや今後制定予定の景観

条例の規制内容等々、住民への説明はどのような計画を持っておられるのか、茶文化

情報発信インバウンド観光事業委託料の積算根拠は、さらに、２２年ぶりに取り組ま

れる町史編さんにかける町長の思いなどを問われました。  

 その他、ふるさと納税起業支援プロジェクトについての検討は。３０年度より再開

される地籍調査の実施区域はどこになるのか、災害復旧工事の進捗状況は。東部クリ
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ーンセンターの今後の状況を踏まえ、地元との協議は行われているのかどうか、国保

一元化に伴う国保税引き下げの検討や保険者努力支援制度の取り組みは、また、人権

ふれあいセンター費や居宅支援費、児童福祉総務費の前年度対比減額の内訳は。湯船

地区にぎわいづくり事業の取り組み内容は、和束保育園の耐震の検討はどうか等々、

行政全般にわたる施策や方針等に活発な質疑が交わされました。  

 詳細については、後日、会議録にて承知願います。  

 討論では、岡本委員が一般会計のほか国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計、

介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の五つの会計に反対討論を、また、竹内

委員が一般会計、井上委員が国民健康保険特別会計、吉田委員が下水道事業特別会計、

藤井委員が介護保険特別会計、村山委員が後期高齢者医療特別会計にそれぞれ賛成の

討論を行いました。  

 平成３０年度一般会計予算ほか６特別会計予算の採決の結果は次のとおりです。  

 議案第１号  平成３０年度和束町一般会計予算は、賛成者多数  

 議案第２号  平成３０年度和束町湯船財産区特別会計予算は、賛成者全員  

 議案第３号  平成３０年度和束町国民健康保険特別会計予算は、賛成者多数  

 議案第４号  平成３０年度和束町簡易水道事業特別会計予算は、賛成者全員  

 議案第５号  平成３０年度和束町下水道事業特別会計予算は、賛成者多数  

 議案第６号  平成３０年度和束町介護保険特別会計予算は、賛成者多数  

 議案第７号  平成３０年度和束町後期高齢者医療特別会計予算は、賛成者多数  

 以上のとおり、本委員会は平成３０年度和束町一般会計予算及び平成３０年度和束

町各特別会計予算６件を原案のとおり可決いたしました。  

 以上、予算特別委員会報告といたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 本案に関しましては、ただいま報告がありましたように、議員全員による予算特別

委員会で審査し、質疑・討論も活発に行われましたので、質疑・討論を省略し、これ
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より採決いたします。  

 議案第１号から議案第７号まで、平成３０年度和束町一般会計予算及び平成３０年

度各特別会計予算の以上７件について、委員長の報告は可決とするものです。  

 よって、本予算の７件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。  

 起立多数です。  

 したがって、議案第１号から議案第７号まで、平成３０年度和束町一般会計予算及

び平成３０年度各特別会計予算の以上７件は原案のとおり可決されました。  

 日程第４、議案第８号  平成２９年度和束町一般会計補正予算（第７号）、議案第

９号  平成２９年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、議案第１０号  

平成２９年度和束町介護保険特別会計補正予算（第４号）、以上３件を一括議題とい

たします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第８号から議案第１０号の提案理由を申し上げます。  

 議案第  ８号  平成２９年度和束町一般会計補正予算（第７号）は、退職手続組合

負担金、相楽東部広域連合負担金、すこやかエンジェル基金積立金並

びに災害復旧事業費等の繰越明許費の設定等において  

 議案第  ９号  平成２９年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、

和束町国民健康保険出産費貸付基金条例の廃止に伴う繰入金等におい

て  

 議案第１０号  平成２９年度和束町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、保険

事業勘定おける居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費並

びに高額介護サービス費等において  
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それぞれ予算補正を必要といたしますので、提案させていただいた次第であります。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 おはようございます。  

 私からは、議案第８号のご説明を申し上げます。  

 議案書をよろしくお願いいたします。  

 議案第８号  

平成２９年度和束町一般会計補正予算（第７号）  

 平成２９年度和束町一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７５３万５ ,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億６ ,３９０万３ ,０００円と

する。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 第２条  地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表繰越明許費」による。  

                          平成３０年３月２６日提出  

                          和 束 町 長   堀  忠 雄 

 次のページ、第１表の歳入歳出予算補正でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順に申し上げます。  

 まず、歳入でございます。  

 １０款地方交付税、１５億８ ,３３７万３ ,０００円、１ ,０４６万１ ,０００円、１
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５億９ ,３８３万４ ,０００円。  

 １４款国庫支出金、２億２ ,４０３万４ ,０００円、３２万５ ,０００円、２億２ ,４

３５万９ ,０００円。  

 １５款府支出金、２億２ ,６７５万１ ,０００円、１９万８ ,０００円、２億２ ,６９

４万９ ,０００円。  

 １６款財産収入、９１万２ ,０００円、４ ,０００円、９１万６ ,０００円。  

 １７款寄付金、２７万３ ,０００円、４９万５ ,０００円、７６万８ ,０００円。  

 １８款繰入金、１億２ ,１４８万１ ,０００円、減額の２ ,８０２万円、９ ,３４６万

１ ,０００円。  

 １９款繰越金、６ ,９５７万９ ,０００円、２ ,４０７万２ ,０００円、９ ,３６５万

１ ,０００円。  

 歳入合計、３２億５ ,６３６万８ ,０００円、７５３万５ ,０００円、３２億６ ,３９

０万３ ,０００円。  

 次のページ、歳出でございます。  

 ２款総務費、６億１ ,１８６万１ ,０００円、５３０万６ ,０００円、６億１ ,７１６

万７ ,０００円。  

 ３款民生費、７億１ ,１６７万４ ,０００円、１５９万５ ,０００円、７億１ ,３２６

万９ ,０００円。  

 ４款衛生費、４億５ ,１０８万６ ,０００円、２１５万５ ,０００円、４億５ ,３２４

万１ ,０００円。  

 ５款農林業費、１億５ ,３０６万７ ,０００円、１０万円、１億５ ,３１６万７ ,００

０円。  

 ７款土木費、２億５７２万８ ,０００円、減額の２００万円、２億３７２万８ ,００

０円。  

 ８款消防費、２億７０３万円、３７万７ ,０００円、２億７４０万７ ,０００円。  
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 １２款諸支出金、５ ,０００円、２ ,０００円、７ ,０００円。  

 歳出合計は、歳入合計と同額でございます。  

 次のページが第２表の繰越明許費でございます。  

 款、項、事業名、金額の順に申し上げます。  

 ２款総務費、１項総務管理費、和束運動公園駐車場等周辺整備事業、１ ,７９５万

２ ,０００円。  

 ５款農林業費、２項林業費、日本猿群生息状況調査等事業、４５０万。  

 ７款土木費、２項道路橋りょう費、町道維持修繕事業、５００万円。  

 ７款土木費、２項道路橋りょう費、町道拡幅改良事業（過疎対策）、３ ,６５０万

円。  

 ７款土木費、３項河川費、河川浚渫事業、６００万円。  

 １０款災害復旧費、１項農林業施設災害復旧費、農地災害復旧事業、６７０万円。  

 １０款災害復旧費、１項農林業施設災害復旧費、農業用施設災害復旧事業、２ ,４

２０万円。  

 １０款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、道路橋りょう災害復旧事業、３ ,

４００万円。  

 １０款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、河川災害復旧事業、４６０万円。  

 以上でございます。  

 続きまして、資料Ｎｏ .８、予算に関する説明書でご説明申し上げます。  

 総括は省略させていただきまして、５ページ、６ページをお願いします。  

 まず、歳入でございます。  

 １０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、１ ,０４６万１ ,０００円の

補正でございます。  

 普通交付税を見込んでおります。  

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金で３４万円でございま
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す。  

 １節社会福祉費負担金で、障害者自立支援医療の国庫負担金でございます。  

 続きまして、１５款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金で１７万円でご

ざいます。  

 １節社会福祉費負担金で自立支援医療給付費の府負担金でございます。  

 １７款寄付金、１項寄付金、３目総務費寄付金、３９万５ ,０００円。  

 １節和束町ふるさと応援寄付金でございます。  

 同款、同項、５目農林業費寄付金で１０万円。  

 ２節林業費寄付金でございます。これは野生鳥獣被害対策事業寄付金でございます。  

 １８款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、減額の２ ,９２２万円

でございます。  

 次のページをお願いします。  

 １８款繰入金、２項基金繰入金、５７目高齢者医療費つなぎ資金貸付金基金繰入金、

１２０万円でございます。  

 １９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金で２ ,４０７万２ ,０００円。  

 １節前年度繰越金、純繰越金でございます。  

 次のページ以降が歳出でございます。  

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で４９１万円の補正でございます。  

 主なものが、３節職員手当等で４８３万６ ,０００円、これにつきましては、早期

希望退職者に係る追加負担金でございます。  

 同款、同項、２目企画費で３９万５ ,０００円でございます。  

 ２５節積立金ということで、ふるさと応援寄付金基金への積立金でございます。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費１２４万円の補正でございます。  

 主なものが１３節委託料で５４万円、障害者福祉サービス支給システムの改修委託

料、それと、２０節扶助費で６８万円、自立支援医療の給付費でございます。  
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 同款、同項、３目老人福祉費で減額の８４万６ ,０００円。  

 これにつきましては、２８節繰出金で介護保険事業勘定への繰出金の減額でござい

ます。  

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費で１２０万１ ,０００円の補正

でございます。  

 これは２５節積立金ということで、すこやかエンジェル基金への積立金でございま

す。  

 ４款衛生費、２項清掃費、１目塵芥処理費で２１５万５ ,０００円の補正でござい

ます。  

 １９節負担金補助及び交付金ということで、相楽東部広域連合への負担金でござい

ます。  

 次のページでございます。  

 ５款農林業費、１項林業費、２目林業振興費で１０万円でございます。  

 １９節負担金補助及び交付金で有害鳥獣関係事業補助金でございます。  

 ７款土木費、２項歳入道路橋りょう費、２目道路維持費で減額の２００万円でござ

います。  

 １３節委託料、測量設計業務委託料の減でございます。  

 同款、同項、３目道路新設改良費で１００万円の減でございます。  

 同じく１３節委託料で測量設計務委託料の減額でございます。  

 ７款土木費、３項河川費、１目河川総務費で１００万円でございます。  

 １５節工事請負費で１００万円を計上しております。  

 ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費で３７万７ ,０００円の増額でございま

す。  

 １９節負担金補助及び交付金でございます。これは相楽中部消防組合への負担金で

ございます。  
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 給与改定に伴う追加負担金となっております。  

 主な内容につきましては以上でございます。  

 特別会計につきましては、各所管課長からご説明申し上げます。  

 よろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 おはようございます。  

 では、私のほうからは、議案第９号につきましてご説明申し上げます。  

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

 議案第９号  

平成２９年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）  

 平成２９年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）号は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億６９８万９ ,０００円とする。  

 ２  事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

                          平成３０年３月２６日提出  

                          和 束 町 長   堀  忠 雄 

 めくっていただきまして、第１表  歳入歳出予算補正でございます。  

 まず、款、補正前の額、補正額、計の順に申し上げます。  

 まず、歳入でございます。  

 ９款繰入金、４ ,９７７万７ ,０００円、７２万円、５ ,０４９万７ ,０００円。  
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 歳入合計８億６２６万９ ,０００円、７２万円、８億６９８万９ ,０００円。  

 めくっていただきまして、歳出でございます。  

 こちらも款、補正前の額、補正額、計の順に申し上げます。  

 ２款保険給付費、４億６ ,７１０万５ ,０００円、７２万円、４億６ ,７８２万５ ,０

００円。  

 歳出合計は、歳入合計と同額でございます。  

 続きまして、資料Ｎｏ .９、予算に関する説明書によりご説明申し上げます。  

 １ページから４ページの総括は省略をさせていただきまして、５ページ、６ページ

のまず歳入でございます。  

 ９款繰入金、１項基金繰入金、２目国民健康保険出産費貸付基金繰入金、補正前が

ゼロで、補正額として７２万円。  

 １節国民健康保険出産費基金繰入金でございます。  

 めくっていただきまして、７ページ、８ページの歳出でございます。  

 ２款保険給付費、６項出産育児諸費、１目出産育児一時金、７２万円でございます。  

 １９節負担金補助及び交付金として７２万円の予算でございます。補正でございま

す。今回の補正につきましては、さきの本会議におきましてご可決いただきました和

束町国民健康保険出産費貸付基金条例の廃止に伴い、積み立てていた基金を国民健康

保険特別会計の事業勘定で基金繰入金として予算計上させていただいたものでござい

ます。  

 以上、どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 おはようございます。  

 続きまして、私のほうからは、議案第１０号について説明申し上げます。  
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 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

 議案第１０号  

平成２９年度和束町介護保険特別会計補正予算（第４号）  

 平成２９年度和束町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７８２万

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億１ ,９９４万２ ,０００

円とする。  

 ２  保険事業の歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

                          平成３０年３月２６日提出  

                          和 束 町 長   堀  忠 雄 

 めくっていただきまして、第１表  歳入歳出予算補正でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順に朗読をもって説明いたします。  

 １款保険料、１億１ ,７８１万８ ,０００円、減額の１６１万円、１億１ ,６２０万

８ ,０００円。  

 ３款国庫支出金、１億４ ,８３２万７ ,０００円、減額の１６３万７ ,０００円、１

億４ ,６６９万円。  

 ４款支払基金交付金、１億６ ,６９０万円、減額の２２３万１ ,０００円、１億６ ,

４６６万９ ,０００円。  

 ５款府支出金、９ ,２０６万３ ,０００円、減額の１４９万６ ,０００円、９ ,０５６

万７ ,０００円。  

 ７款繰入金、９ ,０１５万円、減額の８４万６ ,０００円、８ ,９３０万４ ,０００円。  

 歳入合計、６億２ ,７７６万２ ,０００円、減額の７８２万円、６億１ ,９９４万２ ,
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０００円。  

 めくっていただきまして、続きまして、歳出でございます。  

 歳入と同様、款、補正前の額、補正額、計の順に説明申し上げます。  

 １款総務費、９６７万８ ,０００円、１５万円、９８２万８ ,０００円。  

 ２款保険給付費、５億７ ,８７９万９ ,０００円、減額の７９８万円、５億７ ,０８

１万９ ,０００円。  

 ４款地域支援事業費、３ ,０５１万９ ,０００円、１万円、３ ,０５２万９ ,０００円。  

 歳出合計につきましては、歳入合計と同額でございます。  

 続きまして、予算に関する説明書Ｎｏ .１０により説明申し上げます。  

 １ページから４ページの総括につきましては省略させていただきたいと思います。  

 ５ページ、６ページをお願いいたします。  

 まず、歳入でございます。  

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正額減額の１６１万

円でございます。  

 これにつきましては、１節現年度分特別徴収保険料が１５５万４ ,０００円の減額、

２節現年度分普通徴収保険料が５万６ ,０００円の減額ということで見込んでおりま

す。  

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正額につきましては

減額の１０９万６ ,０００円でございます。  

 １節現年分を見込んでおります。  

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金、減額の５４万３ ,０００円を

見込んでおります。これにつきましては、現年度分の調整交付金でございます。  

 同じく、同款、同項、２目地域支援事業交付金、補正額につきましては２ ,０００

円でございます。  

 これについては１節現年度分で２ ,０００円増額を見込んでおるところでございま
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す。  

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正額、減額

の２２３万４ ,０００円を見込んでおります。  

 これについては１節現年度分の介護給付費交付金の減額を見込んでおります。  

 同款、同項、２目地域支援事業支援交付金、補正額３ ,０００円。  

 １節現年度分で増額を見込んでおるところでございます。  

 ５款府支出金、１項府負担金、１目介護給付費負担金、補正額は減額の１４９万８ ,

０００でございます。  

 これについても１節現年度分で減額を見込んでおるところでございます。  

 ５款府支出金、２項府補助金、１目地域支援事業交付金、補正額２ ,０００円を見

込んでおります。  

 これについても１節現年度分で増額を見込んでおるところでございます。  

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、減額の９９万８ ,００

０円を見込んでおります。  

 １節の介護給付費繰入金で一般会計の繰入金の減額を見込んでおります。  

 同款、同項、２目地域支援事業繰入金、補正額２ ,０００円を見込んでおります。  

 これにつきましても、１節地域支援事業繰入金ということで、一般会計からの繰入

金の増額でございます。  

 同款、同項、４目その他一般会計繰入金、補正額１５万円を見込んでおります。  

 １節事務費等繰入金の増額をお願いしているところでございます。  

 ７ページ、８ページをお願いいたします。  

 続きまして、歳出でございます。  

 １款総務費、３項介護認定審査会費、１目認定調査費等、補正額１５万円を見込ん

でおります。  

 平成２９年度の介護認定調査のほうでございますが、新規のほうがふえておりまし
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て、その認定調査員の賃金として７節賃金で１５万円を見込んでおるところでござい

ます。  

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、６００

万円の増額を見込んでおります。  

 １９節負担金補助及び交付金で６００万円の増額を見込んでおります。  

 同款、同項、３目地域密着型介護サービス給付費、減額の４８０万円でございます。  

 １９節負担金補助及び交付金で小規模のデイサービス事業に係ります減額４８０万

円を見込んでおります。  

 同款、同項、５目施設介護サービス給付費、減額の１ ,０００万円でございます。  

 １９節負担金補助及び交付金で介護施設に係ります負担金のほうを１ ,０００万円

減額で見込んでおるところでございます。  

 ２款保険給付費、３項その他諸費、１目審査支払手数料、補正額２万円でございま

す。  

 １２節役務費で手数料の２万円の増額を見込んでおります。  

 ２款保険給付費、４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費、補正額８

０万円を見込んでおります。  

 これについても、１９節負担金補助及び交付金で８０万円を見込んでおるところで

ございます。  

 めくっていただきまして、９ページ、１０ページでございます。  

 ４款地域支援事業費、４項その他諸費、１目審査支払手数料、補正額１万円でござ

います。  

 これにつきまして、総合事業に係ります国保連合会に払います支払手数料でござい

ます。１９節負担金補助及び交付金ということで１万円見込んでおるところでござい

ます。  

 以上、よろしくお願い申し上げます。  
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○議長（岡田  勇君）  

 これから質疑を行います。  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 それでは、一般会計の９ページの衛生費の塵芥処理費にかかわってですけども、先

日の予算委員会のときにも、いわゆるクリーンセンターの稼働期限が一応来年という

ことで迫っております。それで、いろいろそのときにも進めているという話がありま

したけども、そうはいいましても、もう１年ということになりますとね、仮に民間に

委託するにしても受け入れ先の問題もありますし、一定の期間を持って対応しなくち

ゃいけないと思うんですけども、大体、来年度のどのあたりで方向性というのは出る

というふうに予定されているでしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 まず、こういった施設については業者委託をしているものであります。当然、業者

委託の選定の準備にかかっていかなければなりません。そうした段階において、１年

後にですね、この協定書の切れという前提のもとに、これが地元に話を進めていかな

ければ、お願いに行かなければならないわけなんですが、必ずしも３月３１日以降の

話がスムーズにいくとは限らないわけであります。  

 ただいま岡本議員が言われたように、１年余すところで順調にいくのかというとこ

ろだと思います。そういったところになかなか話がつかないという場合になれば、緊

急避難として民間の施設にお願いしなきゃならない。こういったことについてはです

ね、当然、業者との話が前提になってくるものですから、入札かプロポーザルか、こ

れをもう少し慎重に検討しなければなりませんが、当然、前提となるのは、緊急避難

措置のとれる業者ということを前提として進めていかなければならないと、こういう
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ことになると、そういう方向で進めてまいりたいと、このように思っております。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 私が聞いてますのはね、いずれにしましても地元との話し合いがあるということも

そうですし、それの動向によってですね、緊急避難的にでも委託しなくちゃいけない

と。いわゆるごみの行き場所がなくなってはどうしようもなくなるということで、そ

こは考えていただいていると思うんですけども、これから例えば５年とか１０年とか

先の話じゃなくて、あと１年ちょっとしかないという状況ではですね、例えば受け入

れていただくにしても、あと１カ月ないんですけども、よろしいですかとかね、そう

いうわけにいかないと思うんですよね。それで大体、あと１２カ月ほどの間でいつご

ろまでに一定こういう方向で行こうとかいうふうに判断される時期というのを聞いて

いるんです。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えいたします。  

 これは今までから、まず地元区ですね、施設のある区とは話をさせていただいたん

ですが、新しく役員さんのかわる時点でと、こういうお話でもありました。  

 そういうことで、早速、この４月から区の役員さんがかわるわけでありますので、

そういったタイミングを踏まえて話を進めてまいりたいと、このように思っておりま

す。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  
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 私が言うてることに答弁いただいてないと思うんですけどね、大体期限決まってる

わけですよね、どうなるにしてもね。来年の今ぐらいの時期になれば協定も切れます

し、一定の稼働期限というのは来るわけですから、それを例えば先ほど言ったように

民間に仮に委託するという判断をするにしても、大体いつごろまでぐらいには判断し

ないと、相手先もあることですからね、いつでもどうぞというわけじゃないと思うん

ですよ。そういう意味で、大体いつごろまでに例えばどういうふうにするということ

を判断するということを考えておられるかということを聞いているんです。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 最低６カ月は期間を設けてですね、最終進めていかなきゃならないというように思

っております。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 それでですね、これはいろいろ地元との関係もありますから、どうなるということ

はいろいろあると思うんですけども、これは農村振興課長にお聞きしておきたいんで

すけどね、どこの民間になるかは知りませんけれども、仮に緊急避難的にどこか委託

するというふうにもしなった場合にですね、現在の今のごみの収集のあり方ですね、

いろいろ分別していただいたりとか、収集日も含めて今の収集体制というものは変更

とかはないのかどうかですね、その辺は何か考えておられますか。  

○議長（岡田  勇君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 はい、お答えさせていただきます。  
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 今、相楽東部のほうで、ごみの関係につきましてはお願いしているというところで

ございます。担当課長会議に出ておりましても、町長のお話になったようなところで

ございまして、その収集日の変更とかそういった部分については現在まだ考えが及ん

でおらんと。  

 今、町長が答弁されているようにですね、地元に入って今後の動きをどういうよう

な形にされているかということで、担当課としても問い合わせはしておるんですけど、

そのあたりは相楽東部の動きをお待ちしているというような状況でございますので、

よろしくお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 いわゆる今、指定袋を使って、プラスチックにしても生ごみにしても収集してます

し、週何回とか、今のカレンダーがあると思うんですけども、それは基本的には今の

東部クリーンセンターを使うという前提でいわゆる組まれてるカレンダーやと思うん

ですよね。それを例えば違うところに委託するといった場合に、じゃあ、同じカレン

ダーでやっていただけるのかどうかとかいうのはやはりなかなかわからない面もある

と思うんですけども、その辺も含めてね、何か決まってからどうなるということでも

なくて、一定、それは並行してですね、担当課も含めて検討いただく必要があると思

うんですけども、その辺はいかがでしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えいたします。  

 今回問題になりますのは、生ごみの焼却の分がですね、焼却施設で焼却していると

いう方法がとれなくなるわけであります。この焼却部分が緊急避難措置と、いわゆる



― 25 ― 

民間委託に変わるわけであります。だから、今までの収集形態、また今お尋ねいただ

いておりますごみ袋と、そういう方向については変わるものではないというふうに認

識しております。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 確認だけしておきたいんですけど、例えば、焼却部分がいわゆる緊急避難になると

いう話がありましたけどもね、じゃあ、ほかの例えばそうじゃない部分ですね、燃や

さない部分とか粗大ごみもそうですけども、そういった部分について、今、クリーン

センターのほうで破砕したりとか、保管したりとかしてますよね、そういったことは

引き続きあそこでやるということですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えいたします。  

 今、お尋ねありましたように、破砕装置を持っているわけであります。ごみの素材

についてはいろいろ破砕をしなきゃならない。分別しなきゃならないことをやってお

ります。そして、燃やせるものは燃やすということで、そうでないものについては埋

め立て処理を今までからやっているところであります。  

 この埋め立て処理については今までどおりやっていくわけでありまして、そして焼

却分が残るわけであります。これについての手法が少し変わる可能性があるというこ

とであります。そういったところに、今、言われましたように、ほかの方法について

は何ら今までから埋め立て処理をしております。また、売却というんですか、そうい

うこともやっておりますので、それについての分別収集についてはこれからも徹底し

ていただきたいと、このように思っています。  
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○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 いわゆるクリーンセンターの使用期限といった場合に地元との関係で、例えば、２

０年というね、それは単にあそこを焼却施設として使わないという協定なのか、それ

ともあそこ自身を閉めるというほかの機能も含めて、焼却以外の部分で使っている分

がありますよね。そういう部分も含めて仮に終わるんであれば廃炉ということになる

のかですね、そこは今どっちなのかなと思ったんですよね。だから、そこは地元との

関係で、２０年たったら焼却施設はとめますけど、ほかは使いますよという約束なの

か、それとも全てにおいてあそこはもう閉めますという、そういう協定なのか、その

辺はいかがですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えいたします。  

 建設当時ですね、非常に住民の方が心配されましたのは、焼却から生じるダイオキ

シン問題でありました。そして、周囲の茶畑もあります。当然、住民の生活がこのこ

とによって進めてきたわけなんですが、これについて協定の中の私はその前提に立っ

ていると思っております。  

 あそこの施設の耐用年数というのは２０年で終わるものではありませんし、補助適

化法もありましたり、いろいろ２０年間に限って財産取得というのは費用対効果の問

題もあります。そうしたことは当初から想定しているものではありませんし、そうい

った前提に立った協定にないというふうに考えております。  

 今、岡本議員が言われましたように、住民がそのように理解しているかというとこ

ろになれば確認をいただくと。当然、財産取得、そして施設については補助金、補助
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金の適化法もありますが、法律に基づいた施設であるという前提に立って協定を結ん

でいるところであります。そういうことでご理解ひとつよろしくお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 質疑の途中ですが、ただいまから１０時４０分まで休憩します。  

休憩（午前１０時２５分～午前１０時４０分）  

○議長（岡田  勇君）  

 休憩前に引き続き、質疑を続けます。  

 １番、岡田議員。  

○１番（岡田泰正君）  

 それでは、繰越明許費の土木費ですね、町道拡幅改良工事（過疎対策）で３ ,６５

０万円上げていただいております。これが繰越明許費となっているんですけども、そ

の金額が１路線なのか、明細があるのか、その辺のところをご答弁いただきたいと思

います。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えします。  

 基本的には山口線がメインになります。山口線と童仙房線で繰り越しする分のお金

であります。  

○議長（岡田  勇君）  

 １番、岡田議員。  

○１番（岡田泰正君）  

 今の町道山口線の改良工事で、今、工事していただいているわけなんですけれども、

工事期間ということで３月１６日という期間の看板が上がっております。しかしなが

ら、現状を見ますと、まだ工事が進捗状況がそこまでもいってないというふうな状況
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でございますので、今後、これが明許費として上がった場合、期間として何月ぐらい

までを想定した行程表をされているのか、お伺いしたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えいたします。  

 ただいまの質問でございますけども、当初の発注の時期につきましては、システム

の関係もありまして、明許繰越で発注ができておりません。その関係で、年度内完成

ということで発注を出しております。それが３月１６日でございます。  

 今回変更を予定しておりますのは、工事の工程等も含めまして、６月を予定してお

ります。５月末までに何とか現場を上げるようにということで工程を再編させまして、

その工程で今、工事を進めておる状況でございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 １番、岡田議員。  

○１番（岡田泰正君）  

 区のほうではですね、やはり行政区は同じなんですけども、３月３１日に旧役員が

退任されます。４月から新しい区長さんが選任される。これを確認させていただきま

したら、前任区長さんについても、どこまで、いつまでということを把握しておらな

い。また、新しい区長さんについてもどうなのかという、それも把握しておらない。

要は、期間が延びることによって、あの周辺道路は茶畑がたくさんございます。６月

となるとお茶の繁忙期に入って通行どめをされるとですね、農家の方の車両通行等に

非常に大きな影響を与えると、そういうことが想定されますのでね、速やかにその工

程の期間ですね、どのような運行を遵守されようとしているのか、その辺についての

考え方をご答弁いただきたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  
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 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えいたします。  

 今のご質問でございます。実のところ内々では区長さん、代理区長さんのほうには

内々ではお話はしております。ただ、きょうのご承認をいただかない限り繰越明許費

が確定しませんので、きょうの議会で承認いただいた後、正式にお伝えするというこ

とで、実は昨日も３０年度の区長さんとお話をさせていただいていまして、工程につ

きましては、現状、工事をそのまま続行させていただきます。ただ、路線の両側に茶

畑がございます。この茶畑については刈り取りのときには入っていただけるような対

応をさせていただくと。  

 ただ、１点だけお願いをしたいのは、この工事につきましては、今、ご指摘のとお

り６月の初旬までかかるというような工程になっております。通り抜け、要は通行で

すね、通行については回り道を若干していただくということでご理解を願いたいとい

うことで、４月８日に初区の寄り合いをするということでしたので、それに合わせて

正式な文書をお渡ししますということでご理解を願っております。  

○議長（岡田  勇君）  

 １番、岡田議員。  

○１番（岡田泰正君）  

 はい、わかりました。  

 行政のほうも区のほうの新役員さんと密接な連絡をとっていただいて、住民の方が

その道路を使用される当たり十分ご理解いただけるような文書でもってですね、速や

かな対応をお願いしておきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 それから、次に、総務費の駐車場のことについてお伺いしたいと思います。  

 運動公園駐車場周辺整備事業、今、どういった状態になっておって、今後どのよう

な形で工事を進めようとされているのか、その辺についてご答弁をお願いしたいと思
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います。  

○議長（岡田  勇君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 この件につきましては、今、実際見ていただいている状況でございます。周辺等で

すね、当初、設計の中で考えておりましたのは、土を押してきて平たくすればそれで

使っていけるのかというような形で計画をしておりましたが、やはり排水の問題であ

ったりとか、あと、昨年の茶源郷まつりのほうで駐車場として完成させなきゃならな

いというところがございましたので、暫定的に応急的な工事をさせていただいたとこ

ろでございます。そういったときにもやはり排水性の問題とか出てきましたので、今、

設計がもう上がっておりますので、その分につきまして工事的には今の時期では無理

ですので、繰り越しさせていただいて、その周辺等の整備も含めながら工事をしたい

ということでの繰り越しということでお願いしたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 １番、岡田議員。  

○１番（岡田泰正君）  

 今、現状が幾分か見えてまいりました。１面と、段がついて２面あるというふうな

状態になってまして、それは当初予定されていた面積と若干少ないように思うのだけ

ど、その辺はどういう計画になって、そういうことになっているのか説明いただきた

いと思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 はい、お答えさせていただきます。  
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 今ほどお答えさせていただきましたように、土を押して何とか形ができるかなとい

うふうなところで考えてはおったんですが、やはり田んぼの跡ということで軟弱土、

それから上部につきましてもかなり土を何とか処分したような形の中で使いたいなと

いうようなところもございました。実際に土質も悪いというところもありますんで、

改良しなければならない。  

 今、言いましたように排水性のところも悪いところがございますので、確かにおっ

しゃったように１段、下だけでございます。今回、計画の中では段切りにはなるんで

すけども、ズバッと押せませんので、段切りにはなるんですが、２段構成の形の中で、

上のところも現地かなり軟弱出ておりますので、そのあたりも整備しながら、今おっ

しゃったように半分ぐらいしか整備できてませんので、そのあたりも含めながら、今

後、工事を進めたいというような方向でありますので、よろしくお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 １番、岡田議員。  

○１番（岡田泰正君）  

 わかりました。  

 一応、計画性を持って工事は進めていただいているわけなんですけども、若干、工

事がおくれてきて、また、お金もかさんでくるように思います。排水等々いろんな形

が出てくる。また、舗装の問題もあると思いますので、その点、また工事変更等々あ

りましたら速やかに議会のほうにも提案していただいて、お願いしたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。  

 以上です。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 済みません、先ほどの関係なんですけどね、大変基本的な話ですけども、重要な話
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だと思っているんですね。やはり施設の廃止であるとか、そういったものというのは、

焼却施設だけ廃止して、とめてね、ほかは残ってますなんていうことは余り世間では

聞いたことがないこともありますし、その辺、地元との関係でずれがないようにしな

いと、行政の思い込みで焼却だけやと。それで、有害物質さえ出さんへんかったらそ

れでいいんでしょうみたいなことで思ってましたみたいなことしても、向こうは、そ

んなんもうやめるんやったらもうやめやというずれがもしあれば大変ややこしい話に

なってきますのでね、そこはしっかりと文書も確認していただいて、地元もこれから

は入れられるんであればね、そこも含めて、ずれがないような協議をぜひしていただ

きたいと思うんですけども、その辺はいかがですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 あそこの施設は本当に焼却場センターということで、焼却機能を持たせております。

それにはいわゆる中間処理施設、そして砕く施設ですね、いろんなそういう全て焼却

施設と、この三つの施設を持っているわけです。一時、中間処理施設がですね、ご案

内のとおり擁壁の問題がありますから、これは民間のほうへ委託してきていると、こ

ういう状況で今、進めております。  

 そうしたことが、質問にはなかったんですけど、これ、やらなきゃならんことがや

れないことについては、今、いろいろと損害の訴訟を起こしておりますが、その積算

基礎になり、過日も延びたことによるいわゆる訴訟の提起をさせていただいたと、追

加させていただいたというところであります。  

 そういう意味で、センター機能と焼却施設と、この辺のところが一致になっている

ような誤解を与えると思いますので、今、岡本議員が言われたように、何と言っても

住民との相互の理解が必要だと思っておりますので、そういった前提に立ってこの４

月から、早々、新しい区長さんとも、役員さんともお話を進めてまいりたいと。これ



― 33 ― 

はほかの区とも一緒なんですけども、進めてまいりたいと、このように思っておりま

す。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 そこは本当に大事な点だと思いますので、行政として、ただの思い込みということ

じゃなくて、しっかり丁寧に協議いただいてですね、あの協定自身がどういう中身で

あるかということをちゃんと確認していただきたいと思いますので、そこはぜひお願

いしたいというふうに思います。  

 次にですね、同じ９ページ、文書広報費に関連してですけども、とりわけ町のホー

ムページの関係です。  

 今回、いわゆる子育て支援の関係とか医療費の問題であるとか、これは教育委員会

の関係もありますけども、一定の大きな判断をいただいて、給食費の無償化等をして

いただくことになりました。こういったことはまちづくりにとってもいろいろ移住を

促進するという意味でも大変大事な点ですけども、ただ、これまでもそういった情報

がホームページなどを通じて十分発信できてなかったんじゃないかと思うんですね。

かなり事務的なことしか書いてなくて、やはり以前も要望したこともあるんですけど

も、もう少しそういった子育てなら子育てのことで一目で、こういうことをやってい

るのかとかいうことでわかるようなホームページ上のあり方ですね、そういったもの

がやはり必要じゃないかというふうに思うんですけども、今回そういったある意味思

い切ったこともしていただくという状況であればですね、ホームページ等のそういっ

た部分での改善とかね、近隣でも精華町であるとかというところでもそれなりにそう

いう特別なサイトも設けられておりますけども、今後そういった意味での改善等は考

えておられるかどうかですね、お願いしたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  
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 総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 はい、お答えいたします。  

 ホームページの充実というご質問でございますけれども、竹内議員の一般質問でも

お答えをさせていただいたところでございます。  

 本町のホームページにつきましては、スマホ対応ができていないということでござ

います。現状を見ますと、やはり家庭のパソコンよりスマホでホームページを閲覧し

ていただくという機会のほうが多いということでございまして、スマホ対応に改善の

必要性を感じておるというところでございます。  

 そういったものも含めまして、一定、さまざまな改善を努めていかなければならな

いということでございます。国のほうからも、一定、公共サイトの運用ガイドライン

ということで定められておりまして、障害者の差別解消法の施行に伴いまして、障害

者にも対応したホームページをつくっていかなければならないというのは国も求めて

おるというところでございます。そういった時期にも来ておるというところでござい

ますので、一定、改善の検討を進めていかなければならないと思っておるところでご

ざいます。  

 ただ、現在のホームページにおきましても、子育て支援という形で一定のサイトを

設けておりまして、そこをクリックしていただきましたら、集約された情報が流れる

というところではございます。  

 ただ、議員ご指摘のとおり、更新なり詳細な進め等が掲載されていないというのも

現実であるという認識を持っておるところでございますので、さまざまなご意見等を

踏まえながら、住民の方々により役立つホームページに改善していかなければならな

いという認識を持っておりますので、よろしくお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（岡田  勇君）  
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 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 ぜひ、スマホ対応も含めてですけども、内容が大変大事だと思いますので、ぜひ、

よろしくお願いしたいと思います。  

 それと、あわせて、これは福祉課のほうで数年前からガイドブック的なものを発行

いただいて、母子手帳とかの交付時に渡していただいたりとかしていると思うんです

けども、そういった部分での今後の改定についてはどうでしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 岡本議員からも質問ございましたように、やはり和束町の子育て支援として今年度

新たに給食費、また修学旅行の無償化並びに１８歳までの医療費の実質無償化という

ことで予算を承認いただいております。やはりこれに合わせて変更するべきだと考え

ておりますので、６月等の補正の際には上げさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 よろしくお願いしたいと思います。  

 それと次に、１１ページの土木費の関係なんですけども、これは建設課長にお聞き

したいんですが、この間、京都府の事業も含めまして、いわゆるやましろ茶いくるラ

インというのが引かれたというか、破線のそういったものが道路上にありまして、引

かれています。確認なんですけども、あれは現状で一応完成なのかいうとこですね。  

 それと、もう一つお聞きしたいのはですね、これは改めての話ですけども、あれは
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一体何のためにああいうことをされたのか、説明だけお願いできます。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 茶いくるラインにつきましては、山城１２町村で整備をしているものです。現在の

ところ、和束町、宇治田原町、精華町、京田辺市の四つの自治体と京都府ということ

で、最終的にはネットワークで引っ張っていきますので、南山城村、笠置町も含まれ

てくると思います。  

 和束町については現時点では石寺高橋から和束町白栖、この後、議案提案させてい

ただきますけど、白栖公民館のとこまでが１路線、それともう一つは湯船朝宮線、清

水橋から県境までということで考えております。  

 この後、京都府のほうで和束井手線の計画が若干あろうかと思っております。あわ

せて主要地方道宇治木屋線、それから三国林道あたりが今後候補に上がってくると思

いますけども、時期的な問題については私どもも掌握しておりませんので、ご理解願

いたいと思います。  

 それと、そもそも茶いくるラインは何ぞやという話なんですけども、自転車の走行

がかなりふえてます。その関係でドライバーとそれから自転車のサイクリストに合わ

せて認識をしていただくと。道路の端側を走ってほしいということを認識していただ

くということも含めてラインを引かせてもらっております。それと、できる限り茶い

くるラインを使用していただいてサイクリングを楽しんでいただくということを目的

にガイド案内として引かせていただいたものでございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  
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 あれが引き始められたときに、結構、住民の方からもね、あれは一体何なのかとい

うことをよく問い合わせもあったんですけども、多分そうかなと私は思ってですけど

も、ただ、この話が１年ほど前に出てときに、やはり今も住民の方からよく出るのは、

自転車の方が来られるのは、それ自身はいいことといいますかね、来ていただいて結

構なんだけども、交通安全上、大変危険なことが多いということで、その辺、何とか

マナーも含めてしてほしいということで声がよくあったと思うんです。そういう上で

やはり安全確保というかね、また安全の啓発ということも含めてどうにかならないの

かということの中の話の中でこういったものが今後整備されるのでということで話が

あったと思います。  

 しかし、あれができて、どんだけそれでそういったものに応えるものになったのか

ということは、私、疑問があるんですよね。単にあれは誘導するだけの話であって、

交通安全上の危険を取り除くことにはならないと思うんですよね。実際あれを引いて

も、じゃあ、それより車道へ入ってこないかというたらそうじゃありませんし、ずっ

と中を走ってるかいうたらそうじゃないと。実際、それで何か安全運転しているのか

というたらそうでもない。  

 逆に、高橋から白栖のほうにね、町のほうで整備されたところでいえば、住宅の中

にどんどん入ってくると、集落内に。やっぱり府道は府道の危険もあるけども、集落

内の生活の空間の中でのそういったものがダーッと集団で入ってくるようになれば、

それはそれで違った意味での危険も出てくると。これから特にお茶の時期もあって、

頻繁にそういった車両の交通も多くなってくるという中ではですね、あの茶いくるラ

イン自身がそういった意味での役目というものを果たしているのかどうかという点で、

せっかく引いていただいたのはそれはそれでいいのかもしれないですけど、役目を果

たしてないんじゃないかと思うんですよね、笑ってはりますけどね。実際、住民の皆

さんの声からすればね、本当にそういう声があるんですよ。あんなん引くんやったら

ね、この辺もうちょっと横断歩道引いてくれへんかとかね、それで何か大きく変わっ
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たのかというと何も変わってないという話を聞くわけでね、何のためにあれをやった

んですかと初めに聞いたわけですよ。  

 課長としてね、例えば、あれを引いたことによって、前に言ってました交通安全上

の危険が取り除かれて、住民から上がっていたそういった声に対して応えられてます

というふうに引いた上で思っておられるんですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えいたします。  

 決してこれだけで効果が上がるとは考えておりません。合わせまして、京都府サイ

クル自転車協会とか、いろんなところに対しての啓蒙啓発活動も行っておりますし、

あわせて、専用道路の整備も京都府等にお願いもしております。  

 近年でいいますと、奈良の明日香村から京都の嵐山の間に自転車ロードをこういう

形で設定しようというような動きがあったりとか、あとはサイクリストに対してモラ

ルの啓発等も含めての中での一つの整備と考えております。ハード面の整備として茶

いくるラインを設定したというのも現実ですし、不作法に走り回らず、できるだけ茶

いくるラインのところを走ってほしいと。そうすることによって、ここは自転車が走

る道だということを車を運転するドライバーにも認識していただくということで相乗

効果を狙ったものでございます。一定の一つのものだけで効果が上がったのかという

ご質問でございますけども、なかなかそこは含めて考えていかないと難しいというの

は私も認識しております。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 そこはまた引き終わったとこでね、これからいろんな状況が出てくると思いますの
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で、京都府の一応事業として基本的にはやっていただいているというふうに思います

けども、ぜひ、その辺、京都府にもですね、あれを引いて終わり。あとは町でやっと

いてということじゃなくて、やっぱりちゃんとした形で、一番心配するのは交通安全

上の事故とか、そういったものが起こったときにどうなのかいうことですので、せっ

かく来ていただいている方にね、そういう意味では嫌な思いをされても大変かわいそ

うな面もありますし、そういう点ではぜひしっかりその辺、本来の役割というものを

ちゃんと果たせるように京都府とも協議して改善いただきたいというふうに思います。  

 それとですね、あとは湯船の前に府道の五の瀬のほうから広いバイパスができまし

て、今、真っすぐＪＡのほうを通っていったところを通り抜けずに真っすぐに行ける

ようになって、一定期間たちましたけども、住民の方からお聞きするのは、あそこは

大変見通しがよくなった面があって、大変スピードを上げて通られる車が多いという

ことなんですね。特にあそこの直後というか直前のところに中村のバス停もあると思

うんですけども、あそこあたりは小学生などの通学バスなども来たりとか、もちろん

奈良交通のバスとかいうこともあると思うんですけども、そこを渡って子供の横断と

かね、また、高齢者の方も多いですから、横断されることが多いと。そういう中で、

大変危ない目に遭ったこともあるということで、何とかその辺のドライバーに対する

安全喚起もそうですし、バス停の近くに一定そういう横断歩道等の設置も含めて要望

いただけないかというような声もあるようですけども、その辺は建設課長としてどう

ですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えいたします。  

 今の件ですけども、昨年１２月に現地を確認しております。横断歩道の引けるとこ

ろについては横断歩道を引くということで何カ所か、また、速度を落とせというよう
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なものとか、通学路という路面表示をしたところもございます。  

 ただ、今、記憶だけの話で申しわけないですけども、和束川の右岸側ですね、渡っ

た側のところにたまりがないんで、たまりをつくらんと横断歩道が引けないというこ

とで、京都府と和束町と木津署の立ち会いの中でそういう話がたしかあったような記

憶をしております。道路自身が京都府の管理の道路になりますので、今後改めて京都

府のほうにも要望しつつ、できる限りの対応ができるように努力したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 ぜひ、それも含めてよろしくお願いしたいと思います。道路がよくなることそのも

のはいいと思うんですけども、それによって車の危険というのもふえてきますので、

それも含めてぜひお願いしたいと思います。  

 それとですね、国保の関係なんですけども、今回、国保の制度が変わるということ

で、４月からの分で保険証のほうを各世帯に郵送でしていただいているとは思うんで

すけども、これはいわゆるこの間、短期証明書であるとかいうことで一定の制限をつ

けて発行されていた部分も何人かおられたと思うんですけども、それも含めてですね、

また実際、保険証自身をお持ちでない方もとりに来られてないことも含めてですけど

も、存在されると思うんですけども、そういった方も含めて、一応、今回の新しい保

険証については送付いただいたということでよろしいでしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 はい、お答えいたします。  

 保険証につきましては、滞納のないところについては簡易書留で送っております。  
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 それから、滞納があってということなんですが、今、手元に資料がございませんの

で、はっきりは申し上げられないんですが、一部送っている方、滞納があるけれども、

保険証を送っているという方はございます。  

 以上です。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 そこは大事な問題だと思うんですね。やはり保険証がないと診療自身が受けられな

いというか、大きな制限を受けるわけですので、そこはぜひちゃんと全ての世帯に新

しい国民健康保険証が届いているかどうかというのを確認をしていただいて、確実に

送付いただきたいというように思うんです。  

 それでですね、やはりいろいろと滞納等の関係で正規の保険証を渡さずに期限つき

のものを渡すなどして対応されている部分も若干残っているとは思うんですけどもね、

そこはやはり全て一掃していただきたいと思うんですね。やはり医療を受けるという

のは国民の権利であり、命にかかわることですから、いろんな滞納の対応は対応とし

ていただきつつも、懲罰的にですね、これ払わへんかったらこれあげませんいうこと

では私は国保じゃないと思うんです。社会保障という制度の一環ですからね、やはり

お金と引きかえに渡すもんでもないですから、その対応は対応としていただきつつで

すね、健康保険証自身は皆保険を全ての方がちゃんと享受できる上での最低限のもの

ですから、それはやはり確実に全ての方に届くようにしていただきたいと思うんです

けども、そこはもう一度確認だけしておきたいと思いますが、いかがですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 はい、お答えいたします。  
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 短期証等の取り扱いにつきましては、従前どおりという方針を持っております。と

いいますのは、やはり国民健康保険は被保険者の納める保険税で運営されております。

そういった観点から、取り扱いについては従前どおりというふうに思っております。  

○議長（岡田  勇君）  

 ９番、小西議員。  

○９番（小西  啓君）  

 農林業の日本猿の生息状況、４５０万円、これはどういうふうになっているのか聞

かせてくれますか。  

○議長（岡田  勇君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 この４５０万円につきましては、サルの動向調査ということで予算化させていただ

いたところでございます。  

 その動きについて、昨年ですね、８月ごろからサルの出没がなくなりまして、どう

いった状況であるかということで専門業者のほうと話をさせていただいておりました。

その中で、専門業者も遠方から来るということでございまして、サルが出ていないと

ころでなかなか調査もしにくいなというようなところで打ち合わせをさせていただい

ておりまして、昨年９月に追い払いという形の中でアルバイトさんをお願いいたしま

して、そのあたりも含めながら１１月からそれの調査というような形と追い払いとい

う形を含めながらアルバイトを雇用させていただいておるんですけども、その中でア

ルバイトさんとプラス猟友会のほうからもご協力いただいて、サルの生息調査をして

いく中で、出てくると駆除ということで、銃を使える場所で撃っていただいたりして

おりました。  

 そうなってきましてですね、うちといたしましても調査をする方向でやっている部
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分だったんですけども、どんどんと撃っていただけるところでサルが警戒いたしまし

て、そういった形で来ていただくことによってサルが逃げてしまうというようなこと

で、生息調査という形で入ろうとしていたんですけども、サル自身がすぐ逃げてしま

うというような状態でございます。  

 この生息調査の中には麻酔銃を使って駆除するという部分も考えながらやっていた

んですけども、なかなか出てこないと。１２月、ぼつぼつは出てたんですけども、出

てこないということで、ようやく１月ごろにサルが団体の中で山からおりてき出した

んですけども、今、言いましたように、駆除もしていただいておりますので、アルバ

イトの方ですね、猟友会の方なんですけども、その姿を見ると逃げるというような形

になってきましてですね、なかなか調査の当初思っていたようなところができなくな

りまして、麻酔駆除もできないということで、業者とどれをまとめて契約するか、ど

ういう形の手法で何をやっていくかというところが見えなくなってきたところでござ

います。  

 とりあえず、今の状況の中では位置情報、やはりどういった形でサルが動いている

かわかりませんので、位置情報を確認するための発信器、それから今、銃でかなりや

っていただいて、銃で人が近づくということに対しましてはかなり警戒心を持ってき

たようでございますし、そういう方向も聞いておりますので、現在設置しております

大型おりを一つ置いているんですけども、もう一つおりを置きながら、銃を使わない

形の中の大量捕獲というようなところを、今、模索しとるというところでございまし

て、今回、サルの動き、人間でございませんので、どういう形で動くのかなかなかわ

かりませんので、今の中ではそういった形で繰り越しをさせていただいた中で事業を

進めたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ９番、小西議員。  

○９番（小西  啓君）  
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 そしたら、業者に委託してやるということはちょっと後退したということですね。  

○議長（岡田  勇君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 調査業務といたしましては、大きく４５０万円の予算の中で業者に委託するんでは

なくて、やはりサルに発信器をつけるにする場合は麻酔等が必要でございます。です

から、そういった器具を使える人間、そういう形でしなきゃならんということでござ

いますので、その業者。  

 それから、今、言いましたように、大量捕獲をするためのおりの設置、また、今、

「丸見え君」というような形でおりの入り口をセンサーで感知して、また、カメラで

その状況を送ってくるという装置を設置しております。それをもう１器つけるという

ことの委託としてのおりの設置の業務とそれから発信器をつける業務ですね、そのあ

たりは業者のほうに委託していきたいいうふうに考えております。ですから、４５０

万円につきましては委託費という形の中で執行していきますので、よろしくお願いし

ます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ９番、小西議員。  

○９番（小西  啓君）  

 私と話がかみ合わへんのやけどな。ということは、業者に委託して、これだけのお

金を使ってサルを調査して駆除をやっていくということでしょう。最終的には猟友会

にお願いして鉄砲持ってきてもうたほうが効果が上がったということを言うてるねや

ろ、早く言ったら。猟友会のほうに頼んで鉄砲持ってきてもらって、サルを駆除して

もらって、そのほうが効果が上がってるということを言うてるねやろ。実際はそうな

んでしょう。  

 そしたら遡りますよ。遡ったら、１ ,０００万円はどうなってるねんて、こうなる
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よ。最初、１ ,０００万円、サルの駆除でやったん違うの。それはどのぐらいの効果

があったん。費用対効果言うてもらおうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 お答えさせていただきます。  

 前の１ ,０００万円の分につきましては、たしか６００何ぼまで減額。当初８００

幾らで契約されてた分が、契約上、１００匹ぐらいとるというような形の契約になっ

ていたかと思います。それにつきまして実際効果が得られなかったということで、私、

数字を持ってないんですけど、最終的に４３匹の捕獲、それから、今、言いましたよ

うに、神戸のほうから出向いておりましたので、そういったところの交通費であった

り人件費であったりということで、あと、発信器を一つつけさせていただいた部分で、

６００いかほどまで減額させていただいて、最終的に４０何匹という形で事業を終わ

らせていただいていると。委託は終わらせていただいているというような状況でござ

います。  

○議長（岡田  勇君）  

 ９番、小西議員。  

○９番（小西  啓君）  

 そしたら、今、アルバイトで来てくれた人、合計１０分の１や。１０分の１でサル

を何匹とれてますか、今、大体の報告は。  

○議長（岡田  勇君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 私、実際の数字、２０何匹かというふうに記憶しております。実際、毎日出勤して
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いただいておりますので、やはり神戸から出てきてサルを見つけて撃っていただくよ

りも、回っていただいた中で、サルが出たというふうな通報がありましたら、そちら

のアルバイトのほうにも連絡させていただいて、急行していただいて、撃てるところ

で撃っていただくということで非常に効率的には動いていただいているというふうに

思います。  

 ですから、今、言いましたように、業者に委託して遠いところから遠方でそういっ

た形でだらだらという言い方はおかしいんですけども、やはり人は委託ですので、お

金は使っておりますので、当然、人が動けば、今、言ったアルバイトさんのように、

１日何ぼという形ではなくて、出てきてとれる実績もありますけど、空という形の中

の日もやはりそれは見ていかなあきませんので、ですから、おっしゃいまように、地

元にいただいて毎日出ていただいて、通報があってそれを撃っていただくというのは

かなり効率的にはよいというふうには思っております。  

○議長（岡田  勇君）  

 ９番、小西議員。  

○９番（小西  啓君）  

 今ね、１１月１日からきのう現在まで３４匹。１０分の１の金額でそれぐらいでき

るねん。最小の出費で最大の効果や。もっといろんなとこに相談せなあかん。わけわ

からんとお金ばっかり使っても何もならへん。その道にはその道の人はたくさん要ら

んの。私、猟友会の会員やからそんなことを水引いて言うてるの違いますよ。大事な

税金やから言うてるんですよ。それを間違わんといてくださいよ。そういうことです

ので、町長、考えてください。  

 これで終わります。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  
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 少しだけなんですけども、建設課長にお聞きしたいんですけども、先日、予算のと

きでも少し出てたと思うんですが、いわゆる今、白栖区内で通行どめになっていると

ころの災害復旧の関係で、今、通行どめになっているところの箇所があると思うんで

すけども、あれ自身の復旧の期日というか、めどというのは一体どれぐらいのことで

京都府は考えているのか、もし、ご存じだったらお聞きしたいなというふうに思って

いるんですけど、その辺、いかがですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 今の件をお答えします。  

 災害復旧につきましては、白栖、中谷、路線については和束井手線ということでお

願いしときます。  

 入札につきましては、３月９日に実施されまして、業者が決まっております。先日、

それについての下協議はさせていただいております。その関係でいいますと、一応、

工事についてはお茶の繁忙期、特に５月の初旬か５月の中ごろの間は通行可にしてほ

しいということで話はしております。  

 この形で工事を発注すると、工事の期間につきまして１８０日という予定をしてお

りますので、その前後で仮設をやって、その後に本工事をやるということで、多分、

６月の半ばぐらいに集中的に工事が入るかなというように私のほうでは認識しており

ます。  

 詳細につきましては業者との調整ができ次第、また京都府との調整が入るというこ

とになっておりますので、先日行いました内容につきましては京都府との間の見解で

ございます。  

 よろしくお願いします。  

○議長（岡田  勇君）  
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 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 いろいろとこれからお茶の時期もあって、そういった工事に入れる時期も限られて

くるとは思うんですけども、ただ、やはり台風の被害で一定崩れたということであり

ますと、今度、梅雨の時期とかにもかかわってきまして、さらに二次災害的なことも

心配されてる旨もありますので、その辺はぜひ早急に復旧できるように京都府とも協

議いただきたい。  

 もう１点は、いわゆる今、抜け道として、以前の白栖奥畑線の白栖バス停のところ

から分かれる道から抜けてくださいということで誘導いただいているんですけども、

それはそれで結構なんですが、ただ、やはり今、通行どめにはなってますけども、一

定、少しあそこを上がったところから下の集落に抜けていく下っていく道があります

よね。そこからまた上がっていくとあるんですけども、結構、そこら辺を抜け道にし

てですね、地元というよりも、そういうことをよく知っておられる方がおられるんか

もしれませんけども、大きな車も含めて通行して、道路自身の破損といいますか、傷

みにもつながっているという声も出ておりますので、もう一度、また確認していただ

いて、その辺の抜け道の徹底と安全対策のほうをお願いしたいと思うんですが、その

辺だけお願いしたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えいたします。  

 私も地元ですので、いろんな声を聞いております。確かに下の道については通行量

がふえたということで苦情も出ております。  

 確かに路肩が弱いところもありますので、今後、工事が完了し次第、区長さんとも

相談しながら、直せる部分については直していきたいと思っておりますので、その辺
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については地元のご理解を得たいと思いますので、よろしくお願いします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ７番、畑議員。  

○７番（畑  武志君）  

 今回、繰越明許費が１億３ ,９４５万２ ,０００円、その中で先ほど岡田議員から、

小西議員から質問がありましたことについては確認できましたので、省きたいと思い

ます。  

 建設事業課長、町道維持修繕事業で５００万円の繰越明許費、それと、河川浚渫で

６００万円、残りについては、これは災害復旧ですから査定があって、工事にかかっ

たんがこれらというとこもあるから、これはそれでわかるんです。それについて、こ

の２点についてひとつ説明をいただきたいと、このように思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 この２点につきましても同じような内容ではございます。これはうちの補助事業の

関係でおくれている部分でございます。道路につきましては、水道の木屋地内の工事

とのぶつかりがありましたので、今現在、真っ最中で工事をやっているところでござ

います。  

 それと、河川につきましては、門前地内でございます。これにつきましてもあわせ

て門前橋の落橋との兼ね合いを持って考えております。  

 これにつきましては、門前橋がもう１脚、橋脚が残っております。この落橋とあわ

せて浚渫工事を行いたいということで、小瀬川の浚渫になっておりますので、ご理解

のほうをお願いしたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  
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 ７番、畑議員。  

○７番（畑  武志君）  

 これはこれでわかりました。  

 それでは、次、一般会計の中で河川総務費工事請負費１００万円、これは小瀬川と

違いますね。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えします。  

 これにつきましては、小瀬川の測量が終わった段階で浚渫が思った以上にありまし

たので、これに増額１００万円をお願いしたものでございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ７番、畑議員。  

○７番（畑  武志君）  

 ということは、この繰越明許費の中のやつと別ですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 これについては繰越明許費の中の部分に足し上げる分でございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ７番、畑議員。  

○７番（畑  武志君）  

 先ほどは門前地内、小瀬川いうたら原山のところですね。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  
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○建設事業課長（馬場正実君）  

 お答えします。  

 これにつきましては、門前橋の直上流の原山勝手のほうになりますので、和束川よ

り右岸側になります。門前橋はその下流にかかってる右岸側の橋脚が１本残ってます

ので、その工事とあわせてのところでございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ７番、畑議員。  

○７番（畑  武志君）  

 わかりました。  

 それと、河川浚渫の中で、私、９月議会、また１２月議会でも中区の坊川ですか、

あっこから上、上流についていろいろお聞きをいたしておりました。その後の経過と

してどのようになっているのか答弁願いたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 お答えします。  

 済みません、今のを訂正させてもらいます。  

 中村川の門前地内、宮野の件でございます。  

 この件につきましては、１２月議会等で答弁させていただきまして、その後、２月

の委員会でも若干の経過説明をさせていただいた次第でございます。  

 これにつきましては、当初、準用河川の埋設ということで、その部分について対応

をしておりました。なかなか当事者が動いてくれないということもありまして、合わ

せまして砂防指定を確認しましたところ、和束川から１ ,６８０メートル上流まで砂

防河川であるということが確認できましたので、砂防施設としての内容についても若

干調べさせていただきまして、その後、京都府と合同でもう一回現地に入らせていた
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だきました。  

 その結果、３月１５日までに一定の浚渫をしなさいということで、再度、もう少し、

うちが言うてた浚渫以上に浚渫しなさいということで指示を出しまして、３月１０日

に確認に行きましたところ、ほぼ落ちた落石について除去してくれてます。  

 ただ、法面にあるものが落石してない分ですね、まだ乗ってる分があるんで、これ

は早期にのけなさいということで指導をしております。これはまた継続的に指導して

いくということで、砂防法でいいますと、官民の境界から３０メートルの間について

は川以外のところも砂防法が適用されますので、この適用に合わせて民地内について

も整備をするよう京都府からあわせて指導も受けながら、町としても継続的に指導し

ていくということで、河川の稼働については整備できたかないうふうな考え方をして

おります。  

○議長（岡田  勇君）  

 ７番、畑議員。  

○７番（畑  武志君）  

 浚渫はできたと、このように私も現地を確認いたしました。  

 ところが、先ほど課長が答弁された中で、法面ですね、これは大きな雨が一雨降る

と、あの法面が河川に落ちてくるというような状態がある。だから、それは指導をか

けるということですね。確認だけしておきたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 お答えします。そのとおりでございます。民地になる部分でございますけども、こ

れからも継続的に低廉的な監視はしておきまして、それについてはできるだけ良好な

状態に一日も早くなるような方向で指導も合わせてしていきたいと思っておりますの

で、お願いします。  
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○議長（岡田  勇君）  

 ７番、畑議員。  

○７番（畑  武志君）  

 これからもそういうことについては十分目を見ることだけお願いいたします。  

 終わります。  

○議長（岡田  勇君）  

 ５番、井上議員。  

○５番（井上武津男君）  

 それでは、私からは１問だけ質問させていただきたいと思います。  

 先ほどの岡本議員と同じようになるかもしれませんけども、京都府が道路に黄色い

線を引かれて、自動車の安全のためにやられてるということでしたんですけれども、

おとついですかね、自転車と、そして車と事故があったと、高橋のところでね。そう

いうことを私も見させていただきまして、そして、交通安全の観点から、副町長、こ

ういうことが起こることは前からも考えられておりましたけれども、これからこうい

うことがたびたび起こる可能性があるとしたらどのように考えていかれるか、その点

だけお聞きしたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 副町長。  

○副町長（奥田  右君）  

 はい、お答えいたします。  

 私も高橋のところの事故のときにちょうど通りかかりまして、ちょうど工事がされ

てたようで、事故の内容は詳しい存じてないんですけれども、自転車と車との接触事

故があったということは見ておりました。  

 今回、馬場課長のほうからも説明がありましたように、まず木津信楽線いうのはか

なり道路幅が狭い状況でございます。ほぼ昔の基準で５メートル５０ぐらいの幅です
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ので、そこで自転車と自動車が並行して走るというのはかなり厳しい状態です。そう

いったことで、今、茶いくるラインということで、自転車をできるだけ安全な方向に

誘導しようということで、今、進めておられます。  

 岡本議員からの質問もありましたように、そういった中で、町道も利用した中で、

交通量の関係とか道路幅の関係で木津署との協議の中でやっておられますので、そう

いった中で交通安全、できるだけ事故をなくしていこうというのが目的でございます。  

 ただ、課長も言うてましたように、これで完璧なものではございません。今後、で

きたら自転車道を整備していくといった中で、これは京都府にも強く要望していって、

道路を車、自転車歩行者と、そういったことに安全に通行できるように、今後とも行

政として要望していきたいと、このように考えております。  

 以上です。  

○議長（岡田  勇君）  

 ５番、井上議員。  

○５番（井上武津男君）  

 これから自転車を含めて、いわゆる和束は活性化のほうに向けていこうというふう

に考えられておりますけども、やはり交通の安全面というものに関しましては、行政

側も、そして警察のほうも、そして町からのいわゆる例えば自転車のほうに対するマ

ナーの呼びかけとか、そういうもののいわゆる看板の設置とか、そういうものもやは

りこれから考えていただきたいと思いますけども、町長、どのようにお考えでしょう

かね、これからもしそういうことをされるとしたら、そのことについて少しお聞きし

たいです。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えいたします。  
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 今も副町長も答弁いたしましたように、まず、こういったことでやはり事故を起こ

してはなりませんので、なるべくそういった要望も努力もしていかなきゃなりません。

そういう意味で、看板とかそういったものも含め、それが適切かどうかは別としてで

すね、あらゆる面から努力して、いわゆるそういう喚起をしていくとか、そういうこ

とは大事だと思っておりますので、今後もその方向に努めたいと思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 ５番、井上議員。  

○５番（井上武津男君）  

 ありがとうございます。そういう形で交通安全にも町のほうも留意していただいて、

そして、活性化のほうにも向かっていけるように、できるだけよろしくお願いしたい

と思います。  

 これで私の質問を終わります。  

○議長（岡田  勇君）  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 採決は１件ごとに行います。  

 議案第８号  平成２９年度和束町一般会計補正予算（第７号）は、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第８号  平成２９年度和束町一般会計補正予算（第７号）は、原

案のとおり可決されました。  
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 議案第９号  平成２９年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第９号  平成２９年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）は、原案のとおり可決されました。  

 議案第１０号  平成２９年度和束町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１０号  平成２９年度和束町介護保険特別会計補正予算（第４

号）は、原案のとおり可決されました。  

 会議の途中ですが、ただいまから午後１時３０分まで休憩します。  

休憩（午前１１時３８分～午後１時３０分）  

○議長（岡田  勇君）  

 休憩前に引き続き、会議を続けます。  

 日程第５、議案第２１号  和束町介護保険条例の一部を改正する条例を議題といた

します。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第２１号の提案理由を申し上げます。  

 介護保険法第１１７条第１項の規定により、平成３０年４月からの新たな介護保険

事業の運営期間に入ることに伴い、同法第１２９条第２項及び第３項の規定に基づき

介護保険事業に要する費用等を算定した結果、保険料率の変更及び低所得者対策とし

ての所得階層別保険料区分等を改正いたしたく、ここに提案させていただいた次第で

あります。  
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 慎重審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 それでは、私のほうから、議案第２１号について説明申し上げます。  

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

 議案第２１号  

和束町介護保険条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

                          平成３０年３月２６日提出  

                          和 束 町 長   堀  忠 雄 

 めくっていただきまして、和束町介護保険条例の一部を改正する条例の条文でござ

います。  

 議長のお許しをいただいておりますので、資料Ｎｏ .２１の新旧対照表の次のとこ

ろでございますが、和束町介護保険条例の一部を改正する条例の概要に基づき説明を

申し上げます。  

和束町介護保険条例の一部を改正する条例の概要  

 １  制定理由  

 介護保険法第１１７条第１項の規定により、平成３０年４月からの３年を１期とす

る新たな介護保険事業の運営期間となることから、同法第１２９条第２項及び第３項

に基づき、将来人口、将来認定者の推計及び介護保険各サービス給付費等の見込みを

算定し、平成３０年度以降３年間の介護保険料を定めるとともに所得段階区分の見直

し等に係る所要の改正を行うものでございます。  

 改正する条例の概要でございます。  

 第７条  平成３０年度から平成３２年度までの介護保険料額を（下表）を定めると
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ともに、所得段階区分の一部を変更させていただきます。  

 所得段階いたしましては、第７段階、１９０万円未満を２００万円未満に、第８段

階、１９０万円以上を２００万円以上に、同じく、２９０万円未満を３００万円未満

に。  

 第２項でございます。第１段階の所得区分に係る第１号被保険者の介護保険料を１

０％減額させていただきまして、本来の金額より下げまして、３万３ ,４８０円に軽

減するものでございます。  

 なお、第１号被保険者の介護保険料につきましては、第１段階３万３ ,４８０円、

前年度に比べまして１ ,３２０円の増となります。第２段階４万８ ,３６０円、１ ,９

２０円の増、第３段階５万５ ,８００円、２ ,２２０円の増、第４段階７万６８０円、

２ ,８２０円の増、第５段階７万４ ,４００円、３ ,０００円の増、第６段階９万３ ,０

００円、３ ,７２０円の増、第７段階１０万４ ,１６０円、４ ,２００円の増、第８段

階、１１万９ ,０４０円、４ ,８００円の増、第９段階１３万３ ,９２０円、５ ,４００

円の増、第１０段階１４万８ ,８００円、６ ,０００円の増、第１１段階１５万６ ,２

４０円、６ ,３００円の増、第１２段階１６万３ ,６８０円、６ ,６００円の増、第１

３段階１７万１ ,１２０円、６ ,９００円の増でございます。  

 また、第２１条につきましては、文言の変更でございます。「第１号被保険者」を

「被保険者」に改めるものでございます。  

 条例の施行予定日につきましては、平成３０年４月１日になっております。  

 次ページにつきましては、前期の３年間の対比と今期第７期の介護保険料の月額を

記載させていただいておりますので、お目通しのほうをよろしくお願いいたします。  

 ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 これから質疑を行います。  

 ６番、岡本議員。  
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○６番（岡本正意君）  

 それでは、幾つかお聞きしたいと思いますけども、今回の介護保険料の改定も含め

まして、第７期の介護保険計計画について、この間、いわゆる意見募集というのをさ

れていたというふうに伺っておりますけども、その辺の結果についてまずお聞きした

いと思います。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えいたします。  

 去る今年３月１４日から３月２１日まで、パブリックコメントを募集させていただ

きました。和束町役場福祉課、人権ふれあいセンター、そして和束町ホームページに

掲載させていただきました。  

 意見につきましては、０件でございます。  

 以上でございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 いわゆる１週間ぐらいの大変短期間で今後３年間の保険料の根拠になる計画につい

て意見を募集するといいましてもですね、やはり十分な期間が保障されずに、気がつ

いたらもう終わってるような状況の中で決められるということは大変遺憾であります

し、大変、住民に対して準備不足は否めないというふうに思うんです。  

 今回ですね、基本的に値上げということになりますし、全体的には、いわゆる４％

ほどの値上げだと思うんですけども、額としてですね、いわゆる総額としてどの程度

の値上げ幅というものを想定されているでしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  
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 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えいたします。  

 前期、平成２７年から平成２９年度の介護給付費全体に比べまして約６ ,０００万

円程度給付費がふえてくるんではないかと試算しているところでございます。  

 以上でございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 給付のことを言っているんじゃなくて、保険料で集める額ですね。いわゆる仮に前

期の保険料をそのまま据え置いた場合と、今回上げるわけですけども、上げた場合に

どの程度差があるのかということを聞いてます。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 今期の新しい計画における介護保険料の収納額が約３億６ ,０００万円ということ

で見込んでおりまして、約６００万円住民の方からいただく金額がふえるということ

でございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 いわゆる６００万円ということですので、町のほうの財政との関係からいっても十

分対応できたのではないかというふうに思います。  

 それで、確認ですけども、第１段階の保険料の額とそれから第１３段階、一番所得

の高いところの保険料がありますけども、そことの関係でいいますと、大体何対何ぐ
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らいの比率で保険料に差があるんでしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えいたします。  

 約５．数倍という形になるというふうに理解しております。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 要は、生活保護の世帯ですね、受給者の方や、また、町民税非課税世帯で公的年金

等収入が、合計所得金額が８０万円以下の方というところの一番低いところと７００

万円以上の方という一番高い方の間には５倍程度の差しかないということなんですね。  

 それでですね、低所得層にいわゆる配慮ということでこの傾斜というものがつけら

れていると言われますけども、この５対１というような負担の状況ですね、差ですけ

ども、これがいわゆる所得に応じた公平な負担だというふうに保険者としてそのよう

に考えておられるでしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 第６期保険料の算定の際に高所得者層において細分化するということで、それまで

の区分の見直しをさせていただいております。  

 今回がその見直しの２期目ということになりますので、高所得者の金額につきまし

ては次回の計画以降に再度検討する予定でございます。  

○議長（岡田  勇君）  
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 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 ということは、いわゆる今期については、まだそういう配慮はされてないというこ

とですから、いわゆる公平とは言えないということでよろしいですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 先ほど私が答弁させていただきましたのは、第６期の保険料の際に収入の多い方に

対して見直しを行ったので、３年たった今、見直しをするのはいかがなものかという

ことでございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 私が聞いてますのはね、いわゆる７期の分が、提案されている部分というのが一番

所得が低い方と一番高い方で、いわゆる５対１ぐらいの差しかないということが保険

者としてこれは公平な負担だというふうに判断されてますか、それともまだ不公平が

残っているというふうに判断されてますかということを聞いております。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 当然、議会のほうに提案させていただいておりますので、現時点で公平な保険料だ

と思っております。  

 以上です。  
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○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 それは建前だというふうに思うんですね。このようなことを公平だなんていうふう

に言ってしまったらいろんなものが誤ってくるというふうに思うんですね。ですから、

ここはやはり建前じゃなくてね、ちゃんと実態から見なあかんと思うんですよ。  

 行政の立場からすればですね、公平じゃないものを出すわけにいかないという建前

があるでしょうからこれ以上言いませんけどもね、いわゆる一番高い方で５倍しかな

いなんていうのは大変不公平だし、低所得層に対して重い負担になっていると思うん

です。  

 １３段階の例えば一番高い方の負担率を見ますとね、一応、７００万円以上ですか

ら、それ以上の方はふえればふえるほどどんどん比率が減っていくわけですけども、

仮に例えば７００万円だとしても、今回の１７万１ ,１２０円というのが所得に対し

てどの程度の率かといえば、２ .４％なんですね。一番高いのが基準額だと思います

ね。ここは９ .３％ぐらいだと思うんですね。一番低い第１段階のところでも、８０

万円以下という部分でいいますと約４ .２％、仮に５０万円だとしても６ .６％という

ふうにですね、いわゆる一番負担の高い方のほうが負担率が物すごい低いわけです。

一番上の方は上限がありますからこれ以上とらないいうふうになってます。だから、

所得が多ければ多いほど負担率は減っていくというのがこの介護保険料の仕組みなん

ですね。  

 一番低い方はどんなに苦しくても、これだけは絶対払わなくちゃいけないというと

こですから、こういうものを公平などと言われるのはですね、大変、公平公正を旨と

される行政としてはどういう見解をされているのかというふうに言わざるを得ないと

いうふうに思うんです。  

 町長にお伺いしますけどね、今、言いましたよね。大変そういうふうになってると。
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これは立場は別にしてですね、保険料に対するいろんな考え方とか介護保険に対する

考え方は別としても、今、言いました事実の問題として、この保険料の今の仕組みは

大変逆進性が強くて、低所得層に大変負担が重くなっていると、これをお認めになり

ますよね。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 今も課長のほうから答弁があったようにですね、今、ご質問いただいているのは所

得に占める率とか、そういうことで言われております。今回そういった面も踏まえて

総合的に階層の中での所得段階も少し変え、どの階層に一番現実的に妥当なのかとか、

いろんな総合判断をし、先ほどちょっと短いという話がありましたですけども、諮問

をさせていただいて、慎重に出てきた結果がきょうこうして出されてきているもんで

あります。単純に、だから負担率とか所得の割合の負担率とか、そういうことでは私

は割り切れない。総合的な判断でしていくべきだろうと思っております。  

 行政についてはこれだけではないわけでありまして、ほかの行政の制度とも絡ませ

ながら住民の福祉を守っていくと、こういうことであろうかなと、このように思って

おりますので、ご理解のほうをよろしくお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 総合的に判断してということは大変都合のいい言葉で、いろんなことを勘案して出

されているとは思いますけどね、私は事実の問題として、先ほど言ったように、実際

に所得が高い人のほうが保険料の負担率は低いし、所得が低い人のほうが負担率は高

いと、こういう事実に基づいて逆進性が強くて、結果として低所得層の負担率のほう

が高いですねと。それは事実の問題としてお認めになりますねということを聞いてい
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るんです。  

 それが認められないからね、いわゆる福祉を守るなんて言われたけどね、そういう

事実の認定さえも避けられたらですね、やっぱり今後この問題に対してどういう立場

で、例えば、国に対しても、府に対しても改善を求めていくのかと。これでオーケー

ですというふうになってしまったら、もを。改善しなくていいってなってしまうんで

す。だから、やはり保険者としてご苦労はあったと思います。国の改悪ですね、いわ

ゆる制度の改悪のもとでこういうふうにせざるを得ないとか、今、安倍政権のもとで

社会保障がどんどん削られていってると。年金もどんどん削られていっていると。そ

ういう中でですね、介護保険制度もどんどん厳しい状況に、国が財政をどんどん引き

上げていくもんですからね、大変厳しい状況にあるという事情は私は重々わかってお

ります。これは安倍政権の責任です。与党の自民党、公明党の責任です。それはそう

だと思っています。  

 しかし、保険者としてやはり責任を持っておられる以上はね、現状認識としてそう

いう逆進性の強い低所得層に負担の重い仕組みになってますねと、それはお認めにな

りますね。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えいたします。  

 今のお尋ねですが、数字の率というのはお示しさせてもらっているとおりでありま

す。しかし、先ほど総合的という話をさせていただきましたようにですね、いわゆる

保険の給付に対しての覚悟をしていかなきゃならない。そのときに所得層の高いとこ

ろの占める率というのは非常に件数が少ないわけであります。高くてもなかなかいけ

ない。だから、そうすればいろんなバランスから考えてやっていきますと、どの率が

妥当なのか。いわゆる一番所得層の多いとこに焦点を当てるという率になればですね、



― 66 ― 

それはそれなりに確保できると思いますが、所得層の少ないところに重点を置いた確

保ではでき得ない。  

 こうしたところでどこに焦点を当てて決めていくのが大事かということになりまし

て、今、申されますように、単純にはなかなかいきませんから、長期に３年ごと、３

年ごと、３年ごとのいろいろ計画を立てるにおいて、そして短期的に見る面、そして

長期的に見る面とを考えています。  

 当然、こういった住民の所得層も変わってきますので、先ほど課長も答弁しており

ました、そういったことも踏まえて、長期の計画も立ててます。そして、短期の計画

にも基づいています。こういうことで、その時点で一番総合的に判断に立って、そし

て審議会にお諮りし、その上において決定するというのが、私は、今の時点において、

私がお示しさせていただいているわけでございますので、一番妥当な判断と理解して

提案させていただいております。  

 それで、先ほど言われた数字から見ていくのは、私が答弁するまでもなく、計算し

てもらったら出てきますので、それは計算上の事実であろうかというふうに思ってお

りますので、ご理解のほうをよろしくお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 計算上とそうだと、そういうふうに計算しても出ますからね、それは否定されない

というふうに思いますし、そういうものだというふうにお認めになったというふうに

思います。  

 それでですね、今回、本当に値上げが避けられなかったのかということなんですけ

どもね、先ほどいわゆる前期の保険料との差額でいいますと６００万円ほどというふ

うに言われてました。これは今の和束町の財政の状況、別に楽だとは言いませんけど

もね、しかし、やはりこの差額を埋める程度の予算はあるんじゃないかと思うんです



― 67 ― 

よ。やはり一般会計からの繰り入れ等もできるわけですし、これは例えばこの間、国

自身も保険料が高くなってきているということで、何とかそれはそれでということで、

いわゆる今回のこういう第１段階にされているようなことも多分その一環とは思いま

すけども、要は一般財源を入れてるわけですよ、国も。それで保険料を少しでも下げ

なさいというふうにしてるわけですね、国自身が。だったら、町としても国のそうい

う一般財源からも入れて、少しでも上げ幅を下げてるということであれば、さらに町

としてもそこをもう一つ埋めたら十分に今回値上げしなくてもいい提案ができたんじ

ゃないかというふうに思うんですね。その辺、担当課としてはどう検討されたんでし

ょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 低所得者の軽減対策ということで岡本議員からご質問いただいたという形で理解を

させていただきます。  

 実際、平成２７年度、今から３年前になるわけでございますが、当時、国のほうの

税と社会保障の一体改革という形で消費税を５％から１０％に引き上げると。その際、

社会保障の分野で一定介護保険料につきましても軽減対策を図るということで、８％

になった際にこの第１段階の１０％の軽減の制度ができました。ここについては国が

２分の１、府が４分の１、町が４分の１を負担して第１段階の皆さんの保険料の軽減

に充てるという制度でございます。  

 そして、国の当時の予定では１０％になった段階で、さらに第１段階、第２段階、

第３段階、それぞれ第１段階につきましては基準保険料の３０％、第２段階につきま

しては基準保険料の５０％、第３段階につきましては基準保険料の７０％に低減を図

るという制度でございました。しかしながら、現在、消費税の１０％の値上げが凍結
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されておりまして、この制度については実際どうなるかはわからない状況でございま

す。  

 一般財源の繰り入れにつきましても、当然、保険給付費につきましては国の定めら

れた基準に基づいて一般会計は給付費の１２ .５％の負担をする。今回、福祉課のほ

うで検討させていただきましたのは、ケアマネジャー、介護保険特別会計のサービス

事業勘定になりますが、地域包括支援センターの従事する職員を１人増員していただ

きます。これについては、当然、地域支援事業という形になれば保険料の負担も生じ

ます。また、国・府の補助金はつきますが、それでもやはり住民の方々からいただく

保険料２３％該当するということで、例えば、４００万円の人件費に対しまして１０

０万円の保険料をいただかなければならない。それはぜひ避けようということで、サ

ービス事業勘定のほうで１人職員を充実させていただいております。これについて全

て一般会計のほうから負担していただくということでさせていただきましたので、ご

理解をお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 大変そういう意味で努力いただいているということは理解しておりますし、理解し

たいというふうに思いますけども、ただ、やはり今、言いましたように、国自身は、

例えば、保険料の減免とかにいわゆる一般財源を使ったらだめですよということをい

ろんな条件つけて抑制してたわけですよ。それでも全国の自治体ではいろんな形で保

険料を少しでも引き下げるように努力されてたわけです。  

 そういう中で、今回だって６ ,０００円を超えてくるわけですよね、わずかでも。

そういう意味では、本当に保険料が、その分、年金がどんどん上がってればね、負担

のほうは率が上がっていかないし、負担感も少ないかもしれないですけども、残念な

がら、年金のほうは下がっていく一方だと、削られる一方だというのが現状なんです
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よね。  

 １００年安心だったはずだったんですけども、どんどん安心が不安心になっている

ということがあるんですけども、そういう中で、やはりこれ以上、保険料をふやさな

いということで保険者として本当に最大限努力をしていただくという意味では、今、

言われたような、本当にある意味、国や京都府も本当にそういうことをちゃんと見て

いただきたいというふうにね、そこまでしてですよ、いろんなことを使ってでも少し

でもというふうに努力している状況を国や府にもわかっていただきたいですけども、

同時に、やはり町としてさらに今回の上げ幅の関係でいえば、一般会計からの繰り入

れも含めてもう少しできることは十分あったというふうに思いますんでね、そこがや

っぱりされてないというのは大変中途半端だったと思いますし、それが今回のこうい

う提案になっているというふうに思いますので、私はいろいろ努力は認めますけども、

やはりもう一歩の努力を私はしていただき対なと思いますので、そこは町長、最後に

もう一回答弁いただけますか。  

○議長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 今回の先ほども質問にありましたように、保険料のこの計算でいきますと、いただ

くのが増が６００万円程度だと。しかし、給付でふえてるのが六千数百万円ふえきて

いる。１割に満たない中での今度の結果的には増額と見るべきだと思います。  

 そして、その中で、今、課長から話がありましたように、できる限り実質のところ

に減らさんと、やはり介護保険を和束町でも維持していくという観点から何がいいの

か最大限に努力してきた結果であります。  

 いわゆる先ほどもありましたように、サービス勘定で見ることによって、そして、

そのことの一般財源は当然見られるものだという位置づけのもとに最大限努力してま

いっているところであります。  
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 岡本議員もご案内のとおりですが、これとはまた別にいろんなとこから一般会計か

ら出したらどうですかというときの質問でもありました。乳児医療のときにも申され

ました。今回はいろいろと国会のほうでも議論いただきました。その歯どめはとまっ

て自由になりましたが、私たちはこれだけの話ではいけません。和束町のまちは交付

税に頼っているということから、一般財政の健全財政化という観点からも考えていか

なければなりません。そういう観点から、出したくても出せないと、こういうときが

あるわけであります。その中では先ほど課長も答弁がありましたように、その範囲内

でできる限りの努力を重ねてきました。これからもやっぱり努力をしていかなきゃな

らないと思います。  

 今回提案させていただいた金額で３億数千万円を保険料としていただくわけであり

ますが、その中の６００万円が結果としてふえることになりました。これが多いのか

少ないのかということですが、その６００万円のうちに本来ならそこで入れなきゃな

らんいわゆる介護サービス、先ほどもいろんな支援制度が生まれてまいりました。そ

ういったところの介護保険で見てしまうと保険料で要ってしまいますから、重なって

申しわけございませんが、先ほど課長が答弁しておりますように、サービス勘定でも

って支出してきていると。そして、その話を聞きますと４００万円というところを出

してきますから、実質２００万円ということになるわけです。これが３億数千万円の

いただく金額から実質２００万円というのが大きくふえたと見るのか横ばいと見るの

かは私どものその数字を持っていろいろと担当課においても苦労してくれているとい

うとこをご理解いただきまして、どうか皆さん方の一層のご理解を賜りたいと、この

ように思います。  

 以上です。  

○議長（岡田  勇君）  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  
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 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 反対です。  

 日本共産党の岡本正意です。  

 議案２１号「介護保険条例の一部を改正する条例」に対して反対討論を行います。  

 第１に、今回の改定内容は、全体として４％値上げ、基準額で月額５ ,９５０円、

年間７万１ ,４００円を月額６ ,２００円、年間７万４ ,４００円に引き上げるものと

なっている点であります。  

 介護保険制度のスタート時、第１期保険料の基準額が月額２ ,５００円、年間３万

円だったのと比較しますと、月額で３ ,７００円、年額で４万４ ,４００円もの負担増、

２ .４８倍にもなってしまいました。今でも十分に高過ぎる保険料を年金が年々カッ

トされる中、これ以上値上げにすることは到底許されないと思います。  

 先ほど来、いろいろなご努力について答弁がありましたけども、町長にとってはわ

ずかな値上げというふうに思われているかもしれませんけれども、本当に被保険者に

とってみれば年金からの天引き額がふえ、また年金天引きにもかからないそういう形

からの徴収額がふえ、そういう中で大変苦しい思いをされているということをやはり

想像していただきたいというふうに思いますし、そういう意味からも今回の値上げは

到底許されません。  

 第２に、保険料の各段階の負担率は逆進性が強く、「公平」な負担になっていない

点であります。  

 本町の保険料は１３の段階に分かれ、基準額を起点に所得によって調整率が掛けら

れ、所得段階が最も高い１３段階は基準額比で２ .３倍、最も低い第１段階は０ .４

５％と設定され、所得状況に応じた一定の傾斜が設けられております。  

 しかし、それでも所得に対する負担率が２ .４％以下と最も低いのが最も所得が多

い１３段階の方で、負担率が最も高いのが基準額の第５段階で９ .３％程度、第１段
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階でも４％から７％台で、低所得層ほど重い負担になっていることは明らかであり、

とても「公平」とは言えない状況にあることは明らかだと思います。  

 第３に、保険料のこれ以上の引き上げを避けるために、行政として可能な限りの努

力をしてされていない点です。全く努力をされていないとは申しませんが、引き上げ

の結論を出す上で最善最大の努力をされたとはやはり言えません。  

 一般会計からの繰り入れとともに低所得者に対する独自の減免制度の整備もすべき

であり、保険者として最大限の努力をしないまま、値上げを押しつけられることは許

されません。  

 今回の改定に当たり１週間のパブリックコメントが行われましたけども、大変不十

分な結果となっております。これだけ大事な問題についてしっかりとした意見聴取を

今後やっていただきたい、このことを強く求めたいと思います。  

  現行の介護保険制度は、必要なサービス給付がふえれば、それが保険料に連動し

てはね上がる、そういう仕組みとなっておりまして、サービスを受ける高齢者が多い

農山村等の地域で保険料が高くなる制度的な矛盾を抱えております。これは高齢者が

ふえ、給付がふえることが矛盾の根本ではなく、それがわかっていながら介護関連予

算を減らし続けている政府の姿勢、やり方にこそ根源があり、さらにはその矛盾をフ

ォロ一すべき京都府の無策も大きな原因であります。町におかれては、介護に対する

国や府の抜本的な予算拡充と取り組み強化を強く求めていただきたい、このことを最

後に強く要望し、反対討論といたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 討論はありませんか。  

 ８番、竹内議員。  

○８番（竹内きみ代君）  

 賛成です。  

 議案第２１号  和束町介護保険条例の一部を改正する条例について賛成討論をいた
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します。  

 介護保険事業は特別会計で運営されており、介護サービスの利用がふえれば１人当

たりの保険料負担はふえていきます。  

 平成３０年度から第７期介護保険事業計画に基づき、本町の介護保険事業が進めら

れていくわけでございますが、介護認定者の増加に伴い、介護サービスの利用は年々

増加していきます。将来にわたって持続可能な介護保険制度を見据え、介護が必要な

人に必要な介護サービスが安心して提供できるため、保険料の改定が必要になります。

このことから、私は和束町介護保険条例の一部を改正する条例に賛成するものでござ

います。  

 議員各位の賛同を期待し、私の賛成討論といたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第２１号  和束町介護保険条例の一部を改正する条例を原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。  

 起立多数です。  

 したがって、議案第２１号  和束町介護保険条例の一部を改正する条例は原案のと

おり可決されました。  

 日程第６、議案第２２号  和束町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例を議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第２２号の提案理由を申し上げます。  

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布
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され、平成３０年４月１日より施行されることとなったため、和束町消防団員等公務

災害補償条例の一部を改正する必要が生じ、ここに提案させていただいた次第であり

ます。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 議案第２２号のご説明を申し上げます。  

 議案第２２号  

和束町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

                          平成３０年３月２６日提出  

                          和 束 町 長   堀  忠 雄 

 裏面が改正条文でございます。  

和束町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

 和束町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。  

 第２条中「若しくは第２項」の次に「（これらの規定を同法第３６条第８項におい

て準用する場合を含む。）」を加え、「第３６条」を「第３０条の２及び第３６条第

８項」に改める。  

 第５条第３項中「第１号及び」を「第１号又は」に改める。  

 附  則  

 （施行期日）  

 １  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

 ２  この条例による改正後の和束町消防団員等公務災害補償条例第５条第３項の規
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定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた和束町消防団員等公務災害

補償条例第４条第１項に規定する損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた施

行日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに

規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金について適用し、施

行日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた施

行目前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例によるということでご

ざいます。  

 次のページが新旧対照表でございます。  

 そのあとに答申書をつけさせていただいております。  

 この件に関しまして、和束町の消防委員会のほうへ諮問させていただきました。答

申をいただいておりますので、朗読させていただきます。  

                            ３ ０ 消 委 第 ２ 号 

                            平成３０年３月１３日  

 和束町長   堀  忠雄  様  

                              和束町消防委員会  

                              委員長   北  昇  

答申書  

 平成３０年３月１３日付け、３０総務第６１号をもって諮問のあった事項について、

下記のとおり答申する。  

記  

 １．和束町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

原案に異議なし  

ということです。  

 今回の改正につきましては、関係法令の改正によりまして、条例の根拠法令の適用

条文のずれを直すものでございます。  
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 以上でございます。  

 よろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第２２号  和束町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第２２号  和束町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例は、原案のとおり可決されました。  

 日程第７、議案第２３号  和束町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を

議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第２３号の提案理由を申し上げます。  

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の一部改正に伴い、公営住宅法施行規則、公営住宅法施行令の一部が改正

されたことにより、和束町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する必要が生じ、こ
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こに提案させていただくものであります。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 それでは、私のほうからは議案の説明をさせていただきます。  

 議案書をお開きください。  

 議案第２３号  

和束町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

                          平成３０年３月２６日提出  

                          和 束 町 長   堀  忠 雄 

 １枚おめくりください。  

和束町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例  

 和束町営住宅設置及び管理条例の一部を次のように改正する。  

 第１４条第１項中「省令第１１条」を「省令第１２条」に改める。  

 第１６条第２項中「省令第８条」を「省令第７条」に改める。  

 第２７条第２項中「令第８条第２項」の次に「及び第３項」を加える。  

 第３５条及び第３６条中「令第１１条」を「令第１２条」に改める。  

 附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 新旧対照表を添付させていただいております。お目通しのほうをよろしくお願いい

たします。  

 この条例につきましては、先ほど町長が説明しましたように、地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備に関する法律の一部が改
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正されましたので、条文の改正を行うものです。  

 審議のほうをご承認いただきますようよろしくお願いします。  

○議長（岡田  勇君）  

 これから質疑を行います。  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 条例の中身についてはあれなんですけども、町営住宅の関係する条例でもあります

ので、少しだけ確認だけしたいと思います。  

 いわゆるこの間、町営住宅の空きといったものに対する募集ということを再開いた

だいてということでされているとは思うんですけども、その辺の現状をご報告いただ

けますでしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 お答えさせていただきます。  

 ただいまいただきました質問でございますけども、昨年１２月に募集を開始しまし

て、１月上旬まで募集を行いました。募集につきましては１７名の方が応募をされて

おります。  

 この結果、実態調査等を行いまして、入居資格のある方を選出いたしまして、先日、

入居に係る審議会を町長のほうから諮問をいただきまして、答申を受け、今月末に入

居の通知をするという事務で進めております。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 それは今１７名の方から入居応募があったということですけども、それは一応全員
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の方が入居になるという方向でしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えいたします。  

 全員の方ではございません。入居の中にも若干問題を抱えた方という形で、今回の

対象にならなかった方が数名ございます。  

 高齢者住宅に３人、それから一般世帯住宅に５人ということで現在事務を進めてい

るところでございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 今回そうなりますと、８人が入居予定ということだと思うんですけども、これの人

数で一定募集をかけるべき部屋というのは解消される、まだ残っているということで

しょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 お答えさせていただきます。  

 現時点では全室は詰まりません。世帯住宅が一つないし二つ残る予定をしてます。

それから、高齢者住宅につきましても２棟、空きがあると私のほうで判断しておりま

す。  

 ただ、住宅ですので、動いておりますので、出入りもございます。この関係でまた

空きの部屋につきましては改めて募集を３０年度に実施したいと考えております。  

○議長（岡田  勇君）  
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 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 町営住宅については、この間、もちろん建てかえ等の工事があったこともあるんで

すけども、それによるいわゆる部屋の確保であるとか、そういうことも事情があった

かもしれませんけども、大変長期にわたって募集をされなかったということがあって、

住民の方からも、なぜあいているのに入れないのかといった声もよく聞こえていたわ

けです。ですので、こういった当然といえば当然の流れですけども、いわゆるあいて

いるというか募集すべき部屋については、また速やかに募集をしていただいて、入居

いただけるようにしていただきたいと思います。  

 以上です。  

○議長（岡田  勇君）  

 質疑はほかにありませんか。  

 質疑を終結いたします。  

 討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第２３号  和束町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第２３号  和束町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例

は、原案のとおり可決されました。  

 日程第８、議案第２４号  和束町道路線の変更についてを議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  
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 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第２４号の提案理由を申し上げます。  

 和束町道路線の変更については、道路法第１０条第３項において準用する同法第８

条の第２項の規定により議会の議決が必要となりますので、提案させていただいた次

第であります。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 それでは、私のほうから議案の説明をさせていただきます。  

 議案書をお開きください。  

 議案第２４号  

和束町道路線の変更について  

 道路法第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、別紙のと

おり変更したいので、議会の議決を求める。  

                          平成３０年３月２６日提出  

                          和 束 町 長   堀  忠 雄 

 １枚おめくりください。  

 今回変更させていただきます路線につきましては、町道白栖加茂停車場線及び町道

西和束木津線でございます。  

 朗読をもって説明にかえさせていただきます。  

 変更前の路線番号、認定路線名、起点、終点、実延長、備考の順に変更前、変更後

で読み上げさせていただきます。  

 １  白栖加茂停車場線、和束町大字白栖小字畑福１６番地地先、和束町大字白栖小
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字東谷６１番１地先、１ ,２７９ .１メートル。  

 ３７  西和束木津線、和束町大字白栖小字内勘定８番１地先、和束町大字石寺小字

向島４番１地先、２ ,０３５ .６メートル。  

 変更後でございます。  

 同じく、路線番号、認定路線名、起点、終点、実延長、備考で朗読させていただき

ます。  

 １  白栖加茂停車場線、和束町大字白栖小字畑福１６番１地先、和束町大字白栖小

字東谷６１番１地先、１ ,２６０ .６メートル。  

 ３７  西和束木津線、和束町大字白栖小字内勘定８番３地先、和束町大字石寺小字

向島４番１地先、２ ,０９６ .５メートルでございます。  

 そちらのほうに資料Ｎｏ .２４として図面をつけております。場所につきましては、

１枚めくっていただきまして、道路線府道和束井手線の交点の部分でございます。白

栖公民館の前のところの道路の改良に伴います路線の変更でございます。地番等につ

いては変更はございませんが、道路拡幅の関係上、延長が変更になっておりますので、

今回、白栖加茂停車場線につきましては起点側、西和束木津線につきましても起点側

の位置の変更でございます。  

 ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 申しわけございません。先ほど説明させていただきました資料の変更前、変更後の

石寺小字向島の島が「嶋」になっております。山をとりまして「島」とさせていただ

きたいと思います。  
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 申しわけございません。訂正のほうをよろしくお願いいたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ７番、畑議員。  

○７番（畑  武志君）  

 申しわけございません。  

 変更前の実延長が路線番号１が１ ,２７９ .１メートル、変更後は１ ,２６０ .６メー

トル、３７路線が２ ,０３５ .６メートル、変更後は２ ,０９６ .５メートル、いわゆる

長くなっただけのことなんですか、これは。  

○議長（岡田  勇君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 ご説明させていただきます。  

 白栖加茂停車場線につきましては延長が短くなっております。  

 西和束木津線については延長が長くなっております。  

 長くなった理由につきましては、１枚めくっていただきまして、資料上でいいます

右側のページを見てください。３７  西和束木津線の間につきましては、一部、府道

の和束井手線と重複する区間がございます。旧道がこの下に曲がり込んで入っている

ところの分がありますので、延長が長くなったのが理由でございます。  

 短くなりました理由につきましては、西和束木津線のほうが若干道を法線を役場か

ら行きますと、石寺の方向へ向いて行きますと広く拡幅された関係で若干の延長が短

くなったのが原因でございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  
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 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第２４号  和束町道路線の変更について、原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第２４号  和束町道路線の変更については、原案のとおり可決さ

れました。  

 会議の途中ですが、ただいまから２時４０分まで休憩します。  

休憩（午後２時３０分～午後２時４０分）  

○議長（岡田  勇君）  

 休憩前に引き続き、会議を続けます。  

 日程第９、議案第２５号  和束スマートワークオフィスの使用料に関する条例の制

定についてを議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第２５号の提案理由を申し上げます。  

 地域外の企業や人に茶畑に囲まれた農村空間で仕事ができる場を提供し、町の魅力

を日常的に体感してもらいながら、多様な働き方の推進や新たなビジネスの創出を図

ることを目的に、和束町体験交流センター２階に「和束スマートワークオフィス」を

設置するに当たり、和束スマートワークオフィスの使用料に関する条例を制定いたし

たく、今回提案させていただいた次第です。  

 どうか慎重審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  



― 85 ― 

 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（犬石剛史君）  

 私からは、議案第２５号についてご説明いたします。  

 議案書をごらんください。  

 議案第２５号  

      和束スマートワークオフィスの使用料に関する条例の制定  

      について  

 上記の議案を提出する。  

                          平成３０年３月２６日提出  

                          和 束 町 長   堀  忠 雄 

 本条例は３月に開設しました和束町体験交流センター２階の和束スマートワークオ

フィスについて、使用の目的や４月以降の使用料等必要な事項を定めるものでござい

ます。  

 それでは、ページをおめくりください。  

 新規の条例でございますので、条文を読み上げる形でご説明申し上げます。  

 少々長くなりますが、ご容赦ください。  

和束スマートワークオフィスの使用料に関する条例  

 （設置）  

 第１条  和束町外の企業や個人事業主等の人材を呼び込み、移住定住や新しい仕事

づくりなど地域経済の活性化に取り組む施設として、和束スマートワークオフィ

ス（以下「スマートワークオフィス」という。）を和束町大字中小字平田２３番

地の１に設置する。  

 （使用の目的）  

 第２条  スマートワークオフィスは、次の各号に掲げる目的のため使用することが

できる。  
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 （１）情報通信技術を活用した起業や就業  

 （２）情報通信技術を活用した就業形態の推進  

 （３）会議、打ち合わせスペース等の交流  

 （４）その他町長が必要と認める事業  

 （施設の管理・運営）  

 第３条  スマートワークオフィスの管理・運営は、和束町より和束町スマートワー

ク・イン・レジデンス事業支援業務の委託を受けた個人又は事業者等（以下「管

理者」という。）が行うものとする。  

 （使用料）  

 第４条  施設の使用者は別表に定める使用料を前納しなければならない。  

 （使用料の減免）  

 第５条  町長は、次に定めるところにより、前条に定める使用料を減免することが

できる。  

 （１）和束町が主催又は後援する事業  

 （２）その他町長が必要と認めた場合  

 （使用料の還付）  

 第６条  既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は次に定めるところにより、

その全部又は一部を還付することができる  

 （１）公用又は管理上の都合により、使用許可を取り消した場合  

 （２）天災その他不可抗力の事由により、使用できなくなった場合  

 （３）その他町長が必要と認めた場合  

 （目的外使用等の禁止）  

 第７条  使用者は、スマートワークオフィスの目的以外に使用し、又はその使用の

権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。  

 （入館の制限等）  
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 第８条  町長は、この条例、この条例に基づく規則等に違反するおそれが認められ

る者又は違反した者に対し、施設への入館を拒み、又は施設からの退館を命じる

ことができる。  

 （原状回復の義務）  

 第９条  使用者は、その使用を終了したとき、または退館を命じられたときは、直

ちに当該施設等を現状に回復しなければならない。  

 （損害賠償）  

 第１０条  施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならな

い。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の

全部又は一部を免除することができる。  

 （規則への委任）  

 第１１条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。  

 附  則  

 （施行期日）  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 おめくりください。  

 別表。  

 区分、１事業者、単位１日、使用料金１ ,０００円。  

 区分、１事業者、単位３時間、使用料金５００円、延長する場合は１時間ごとに３

００円。  

 以上でございます。  

 ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 これから質疑を行います。  

 ６番、岡本議員。  
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○６番（岡本正意君）  

 幾つかだけ確認させていただきます。  

 今回、体験交流センターの２階の部分を改装されて、こういった事業所の誘致をさ

れるわけですけども、いわゆるそういった中で町が言われるように、雇用の創出であ

るとか、また移住のきっかけになるとかいうことで生かせるようになれば大変いいこ

とだというふうに思うんですけども、ただ、確認だけしておきたいのは、ここを利用

するであろういわゆる起業や就業、いろんな形態の業者、事業所が考えられると思う

んですけども、やはり今こういういろんな状況の中で大変悪質な業者とか、いろんな

詐欺であるとか、インターネットを使った悪い意味での事業ですね、そういったもの

を展開するような事業所も多数世の中にありますし､そういうところがもしこういっ

た場を利用された場合は大変イメージのあれにもなりますし、大変悪い影響になると

思うんですけども、その辺のここを使っていただく上での事業所の選定であるとか、

またその後の活動の一定の把握であるとかいうのはどのようにお考えでしょうか。  

○議長（岡田  勇君）  

 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（犬石剛史君）  

 お答えいたします。  

 利用者の資格といいますか、そういったところの審査についてでございますけども、

実際の今のところはですね、そこまで悪質な業者かどうかというのを事前の段階で見

きわめるというのは相当難しい状況でありまして、やはり事業を進めていく中で何か

影響が出た場合はお断りするということになると思うんですけども、門前でそれをお

断りということはなかなか難しいのかなというふうに思っております。  

 以上です。  

○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  
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○６番（岡本正意君）  

 もちろん私は悪質な業者ですという顔をして来られることはないというふうに思い

ますし、実際に事業をされていてもですね、それがいわゆる悪質だというふうに判断

するだけのものをある意味、誰にもわかるような形でやられることはないと思うんで

すよね。そういう意味では難しい面はあると思うんですけども、ただ、やはり公の施

設を利用していただいて、そこを一定安い料金で使っていただくということですから、

やはり住民の方の税金によってつくられた施設、また整備された施設を使われる以上

は、やはり優良な事業所に使っていただきたいというように思うんですね。  

 そういう意味では、今、事前でその辺をチェックするのは難しいという話がありま

したけども、一定いろんな応募があった場合に、いろんな面でのチェックポイントと

か貸す上での基準てあると思いますので、そこはもう少し部分を定めていただいて、

できるだけそういったものがわかるんであればわかるような仕組みもつくっていただ

いたほうがいいんじゃないかというように思うんですけども、その辺もう一度お願い

します。  

○議長（岡田  勇君）  

 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（犬石剛史君）  

 お答えいたします。  

 そちらの運用に関しましては、議員からご指摘がありましたように、やはりそうい

った悪質な業者が利用した場合はすぐに出ていっていただきますように、こちらのほ

うにも一応条例のほうではそのように定めておるんですけども、どのようにしたやり

方というのは、委託事業者のほうとも十分意思疎通を図ってですね、注意喚起をして

進めてまいりたいと思いますので、本当に運用しながら、走りながら細かなところと

いうのを定めていきたいというふうに考えております。  

 以上です。  
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○議長（岡田  勇君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 やはりこういうところで何か悪いことしたろうかみたいなことで来られる方は余り

考えられない面もありますけども、ただ、やはり一定条件のいいところで借りれるん

であればということでいろんなことが想定もされると思います。  

 もちろん何かあった場合に退去いただくとかいうことは当然なんですけども、そう

いったことが起こった場合は必ず地元の方にも迷惑がかかったりとか被害が出たりと

いうことも想定されます。ですので、そういったことが本当にないように行政として

は貸す立場としてはぜひ万全を期していただきたいと思いますので、そこはぜひよろ

しくお願いしたいと思います。  

 以上です。  

○議長（岡田  勇君）  

 １番、岡田議員。  

○１番（岡田泰正君）  

 スマートオフィスについてなんですけども、これは３月１日から準備段階としてオ

ープンされていると理解しているわけなんですけども、その中で使用された方が、こ

ういうことを改善してほしいとか、そういった質問内容等々ございましたらお聞かせ

いただけますか。  

○議長（岡田  勇君）  

 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（犬石剛史君）  

 はい、お答えいたします。  

 ３月からのオープンした後の状況なんですけども、まず、あしたに実は１社お試し

で使いたいいう方がおりまして、あともう１社もあした午前中に見学に来られます。  
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 今ちょうど１時半からなんですけども、近畿経済産業局がこういった施設の見学と

いうことで来られてまして、昨日の３月２０日に京都市内でそれの働き方改革セミナ

ーと称しまして、テレワークの推進と、それとスマートワークオフィスの宣伝という

形でやらせてもらったんですけども、４５名の参加がおられました。半分ぐらいは行

政の関係だったんですけども、残り半分は民間の事業者でありまして、私ども非常に

民間からの引き合いというのがどうなのかというのは疑問だったんですけども、実際

のところでいくとですね、和束町の景観のすばらしさというのは非常に私どもが考え

ている以上に注目を浴びているところでありまして、なかなか期待できるのかなとい

うふうに考えております。  

 以上です。  

○議長（岡田  勇君）  

 １番、岡田議員。  

○１番（岡田泰正君）  

 スマートワークオフィスの中心的なものが働き方の改革であると。その中で時間の

節約じゃなくて生産性を上げるというのが一つのポイントの中のキーワードであろう

と思うんですよね。だから、今おっしゃったように、民間からどのような方の引き合

わせがたくさん応募してこられるのか、そこが一つのポイントになってこようと思う

んですよね。だから、その辺を私も非常に心配しているわけなんですけれども、だか

ら、先ほどの試行錯誤の中でどのような反応があったのかお聞きしたかったわけなん

ですけれども、その中で、運営で管理者ということが出ておりますけども、これは近

畿日本ツーリスト京都支社という形で位置づけさせていただいてよろしいですか。  

○議長（岡田  勇君）  

 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（犬石剛史君）  

 はい、お答えいたします。  
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 １年目の委託事業者としまして近畿日本ツーリストの京都支店という形になってお

ります。  

 こちらの委託事業者に関しましては、管理事務所に関しましては、複数年で運営し

ていっていただけるということが一つの条件として最初のプロポーザルをさせていた

だきました。委託料としてお渡ししているんですけども、あくまでも補助金的な委託

料でありまして、年々、委託額というのを減らしていきまして、最終的には自活して

いただくというふうな格好にしておりますので、来年度以降も近畿日本ツーリストさ

んの京都支店のほうで運営委託をお願いしていきたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議長（岡田  勇君）  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第２５号  和束スマートワークオフィスの使用料に関する条例の制定について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第２５号  和束スマートワークオフィスの使用に関する条例の制

定については、原案のとおり可決されました。  

 日程第１０、発議第１号  建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求め

る意見書を議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 岡田泰正議員。  
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○１番（岡田泰正君）  

 それでは、提案理由をさせていただきます。  

 発議第１号  建設事業者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書につ

いて提案理由を申し上げます。  

 石綿は９０年代に大量に輸入され、用途の８割以上が吹きつけ材や屋根などの建材

に使用された。建設を加工する現場で石綿繊維を含む粉じんが大量に発生し、資材に

含まれるアスベストの粉じんを吸い、健康被害を受け、中皮腫や肺がんなどを患った

石綿疾患の潜伏期を考えれば、今後も健康被害は続くだろう。  

 ２００６年にできた石綿健康被害救済法で療養手当などが支給されるようになった。

だが、まだまだ指定疾病の範囲や給付金が不十分であり、認定を受けるのも厳しい。

国やメーカーなど新たな基金の創設を、また１人親方の救済とあわせて見直しを望ま

れるところから、今回、本意見書を提案するものです。  

 それでは、別紙を読み上げさせていただきます。  

 発議第１号  

建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書  

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項の規定に基づき提出します。  

 平成３０年３月２６日  

                     提出者   和束町議会議員  岡田泰正  

 和束町議会議長  岡田  勇  様  

建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書  

 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト（石綿）被害は、多くの労働者、

国民に広がっている。現在でも、建物の改修・解体に伴いアスベストの飛散は起こり、

労働者や住民の被害が広がる現在進行形の公害となっている。  

 東日本大震災で発生した大量のがれき処理についても被害の拡大が心配されている。

欧米諸国で製造業の従事者に多くの被害が出ているのに比べ、日本では、建設業就業



― 94 ― 

者に最大の被害者が生まれていることが特徴である。これは、輸入された石綿の８０

から９０％が建設資材に使用され、日本では建築基準法などで不燃化、耐火工法とし

て石綿の使用を進めてきたことに大きな原因がある。  

 建設業は重層下請構造や多くの現場に従事することから、労災認定にも多くの困難

が伴い、認定されないことが多々あるほか、多くの製造業で支給されている企業独自

の上乗せ補償も充実していないことが実態である。  

 国は２００６年に「石綿による健康被害の救済に関する法律」を成立させ、その後

も医療費・療養手当の支給対象期間の拡大等の改正を行っているが、補償内容として

は不十分なもので、被害者及びその遺族の生活も含めた補償の充実や救済基金の拡充

など、制度の抜本改正を求める声が上がっている。  

 石綿による疾病は３０年から４０年という長期間経過したのち発症することが多く、

亡くなってから労働災害が認定される事例や、医学的認定基準を満たさず、労働災害

の認定に結びつかない事例がある。  

 ２０１２年の東京地裁判決、２０１４年の福岡地裁判決、２０１６年の大阪地裁判

決、京都地裁判決はいずれも国の責任を認め、京都判決では、建材メーカーの責任を

認めるものとなった。しかし、被害者の苦しみは今なお続いており、早期に労働災害

が認定されることは、発症した建設業従事者にとって大きな支えとなるものである。

また、多くの被害者が発生している建設業従事者に対する救済が図られることで全て

のアスベスト被害者に対する問題解決に波及するものと考える。  

 よって、国に対し下記の事項を要請するものである。  

記  

 建設従事者におけるアスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト

被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期解決を図るよう要請

する。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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 平成３０年３月２６日  

 衆 議 院 議 長  大島  理森  様  

 参 議 院 議 長  伊達  忠一  様  

 内閣総理大臣  安倍  晋三  様  

 厚生労働大臣  加藤  勝信  様  

 国土交通大臣  石井  啓一  様  

 環 境 大 臣  中川  正治  様  

                           京都府相楽郡和束町議会  

 以上、よろしくお願い申し上げます。  

○議長（岡田  勇君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより採決いたします。  

 発議第１号  建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書は、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、発議第１号  建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求め

る意見書は原案のとおり可決されました。  

 日程第１１、発議第２号  生活保護の削減に反対し充実を求める意見書を議題とい
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たします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 岡本正意議員。  

○６番（岡本正意君）  

 発議第２号  生活保護の削減に反対し充実を求める意見書についての提案理由を申

し上げます。  

 生活保護制度は我が国における唯一かつ最終のセーフティネットであるとともに、

その基準はさまざまな他の制度における実施や救済措置等の基準に連動するもので、

制度の後退・削減は保護受給者のみならず全ての住民の生活に影響します。格差と貧

困の広がりが深刻化し、とりわけ未来を担う子供たちの中での貧困が進行する中、生

活保護制度の果たす役割はますます重要となっており、政府が進める保護費削減や制

度改悪は許されません。  

 以上の理由から本意見書を提案するものです。  

 それでは、読み上げまして提案させていただきます。  

 発議第２号  

生活保護の削減に反対し、充実を求める意見書  

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項の規定に基づき提出します。  

 平成３０年３月２６日  

                     提出者   和束町議会議員  岡本正意  

 和束町議会議長   岡田  勇  様  

生活保護の削減に反対し充実を求める意見書  

 政府は２００４年からの老齢加算の段階的廃止、２０１３年からの生活扶助基準の

削減、２０１５年からの住宅扶助基準・冬季加算の削減に続き、２０１８年１０月か

ら生活扶助基準や母子加算を段階的に減額することとしています。生活扶助費の減額

幅は最大で５％、母子加算の減額幅は平均２割となり、およそ６７％もの世帯が減額
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となります。  

 京都府内での子供の貧困率は１７ .２％と全国でも高く、格差と貧困の広がりが極

めて深刻です。受給額の削減根拠として、最も所得が低い下位１０％の層の消費実態

との比較均衡が挙げられていますが、比較対象とされている低所得者層の中には生活

保護水準以下の収入しかない世帯が多く含まれており、それを削減の根拠とすること

自体が誤りです。  

 また、生活保護基準は、最低賃金、住民税非課税基準、就学援助などの多種多様な

低所得者に対する救済政策と連動していることから、生活保護基準の引き下げは生活

保護利用者の生存権を侵害するとともに、住民生活全般にも大きな影響を及ぼすこと

になります。  

 今、政府がやるべきことは生活保護基準の引き下げではなく、低所得者の生活水準

を引き上げることこそ必要です。  

 よって、政府におかれては、生活保護基準の引き下げ、削減を中止し、引き上げ、

充実を図ることを求めます。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 平成３０年３月２６日  

 衆 議 院 議 長  大島  理森  様  

 参 議 院 議 長  伊達  忠一  様  

 内閣総理大臣  安倍  晋三  様  

 財 務 大 臣  麻生  太郎  様  

 厚生労働大臣  加藤  勝信  様  

                           京都府相楽郡和束町議会  

 よろしくお願いします。  

○議長（岡田  勇君）  

 これから質疑を行います。  
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 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 賛成です。  

 発議第２号  生活保護の削減に反対し充実を求める意見書について賛成討論を行い

ます。  

 貧困と格差の広がりのもと、最後のセーフティネットとされる生活保護基準を連続

的に引き下げる安倍政権に対し、国民から厳しい批判の声が上がっています。生活保

護基準引き下げは子供の貧困対策に逆行し、府民生活、住民生活全体に広く深刻な影

響を及ぼします。就学援助、技能習得への支援基準、高校の通学費補助基準などに直

接影響し、また、住民税非課税基準にも連動して、保育料や国保料、国保税、介護保

険料や利用料、障害者サービスなどの利用者負担、府営住宅や町営住宅入居基準など、

まさに暮らし全体が切り下げられることにつながるものです。  

 生活保護基準引き下げは中止し、憲法２５条に基づく国民の権利として生活保護法

を「生活保障法」にし、必要としている国民が本当に使いやすい制度にすることが、

今、求められています。  

 そもそも意見書にもありますように、意見書では、受給額の削減根拠として最も所

得が低い下位１０％の層の消費実態との比較均衡が挙げられておりますというふうに

書いておりますけども、そもそもこれらの層は生活保護を需給する世帯であります。

そういう世帯が実際に生活保護を受けられていないというのが今の日本の実態です。  

 実際に日本では補足率というものが１０％台に落ち込んでおりまして、欧米に比べ

ましても大変低い状況にあります。日本では今から１２年前に認知症の母の介護をさ
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れていた５０代の男性が生活保護の申請を行政から断られて、追い詰められた上に母

親をその手で殺してしまうといった痛ましい事件がありました。これは京都での話で

す。その事件の判決を下した裁判官は、その事件の内容にかんがみて生活保護制度の

あり方という問題について触れられ、大変異例な判断を下されたと聞いております。  

 それから１０数年がたっておりますけれども、むしろ生活保護制度というのはよく

なるどころかますます厳しい制度になっているのが実態です。  

 そういった意味からも、今、政府がやるべきことは、一番弱い立場にあるこういっ

た層が受けられる生活保護の基準を削減するといった冷酷なやり方ではなく、むしろ

セーフティネットをしっかりと強化していく生活保護の充実と拡大・拡充していくこ

とこそ求められているんではないかと思います。  

 以上の点を指摘し、賛成討論といたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ほかにありませんか。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 発議第２号  生活保護の削減に反対し充実を求める意見書は、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。  

 起立少数です。  

 したがって、発議第２号  生活保護の削減に反対し充実を求める意見書は否決され

ました。  

 日程第１２、発議第３号  「過労死」を生まない社会の実現を求める意見書を議題

といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 ６番、岡本正意議員。  

○６番（岡本正意君）  
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 発議第３号  「過労死」を生まない社会の実現を求める意見書の提案理由を申し上

げます。  

 「働き方改革」が叫ばれる発端となったのは、大手広告会社である電通における入

社したばかりの若い女性社員の過労自殺という痛ましい事件がきっかけでした。その

教訓を生かし、二度とこのような悲惨なケースを生まない、過労死のない社会を実現

する、それがこの働き方改革の原点だったはずでした。  

 ところが、安倍政権が国会提出を今も狙っておりますが、「働き方改革一括法案」

はまさに「過労死を生まない社会の実現」とは全く逆行したものであり、到底許され

るものではありません。法案提出を断念させる立場から、本意見書を提出いたします。  

 それでは、読み上げまして提案いたします。  

 発議第３号  

「過労死」を生まない社会の実現を求める意見書  

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項の規定に基づき提出します。  

 平成３０年３月２６日  

                     提出者   和束町議会議員  岡本正意  

 和束町議会議長   岡田  勇  様  

「過労死」を生まない社会の実現を求める意見書  

 安倍政権が法案提出を目指している「働き方改革」一括法案は、長時間労働を野放

しにする裁量労働制の拡大、「残業代ゼロ制度」の導入、過労死水準の残業の合法化

など、人間らしい働き方や過労死のない社会を願う労働者、国民の声に反する内容と

なっています。  

 国会審議を通じて裁量労働制拡大の根拠となるデータが虚偽であったことが明らか

になり、政府は裁量労働制を法案から除外せざるを得なくなりましたが、その一方で、

残業代ゼロ制度である「高度プロフェッショナル制度」の導入には固執しています。

この制度について政府は、「年１０４日以上の休日を義務づける」としていますが、
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年次有給休暇以外の労働時間規制を全て適用除外にするなど、「定額働かせ放題」で

長時間労働を強いるものであることを政府は否定できませんでした。残業代ゼロ制度

は、「スーパー裁量労働制」と評されるように、根は同じであり、撤回しかありませ

ん。  

 今、必要なのは労働時間の規制であり、実際に働いた労働時間を把握する義務の法

定化、インターバル規制の導入など、働く人の健康と命を守り、過労死を二度と生ま

ない社会を実現するための抜本的な法改正です。  

 よって、府におかれては法案提出を断念するとともに、裁量労働制の拡大や残業代

ゼロ制度の導入を撤回し、過労死のない社会の実現に責任を持って取り組むよう強く

求めるものです。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 平成３０年３月２６日  

 衆 議 院 議 長  大島  理森  様  

 参 議 院 議 長  伊達  忠一  様  

 内閣総理大臣  安倍  晋三  様  

 厚生労働大臣  加藤  勝信  様  

                           京都府相楽郡和束町議会  

 よろしくお願いします。  

○議長（岡田  勇君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 討論を行います。  

 ６番、岡本議員。  
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○６番（岡本正意君）  

 賛成です。  

 発議第３号  「過労死」を生まない社会の実現を求める意見書について賛成討論を

行います。  

 安倍政権が最重要法案として国会提出を狙う「働き方改革」一括法案は、裁量労働

制拡大のほか過労死基準を超える月１００時間までの残業を可能にする「上限規制」、

残業代ゼロ、いわゆる高度プロフェッショナル制度導入などが柱です。  

 国会審議を通じてデータ虚偽・捏造などが明らかとなり、裁量労働制は法案から削

除されましたが、法案の危険性が消えるものではありません。安倍首相は、財界の要

求である「高度プロフェッショナル制度」の導入に固執していますが「専門職」につ

いて年次有給休暇以外の労働時間規制を全て適用除外とするものであり、「年１０４

日以上」の休日を義務づけるといいますが、全く歯どめにはなりません。裁量労働制

と同じ虚偽データを用いて議論してきたため、提案の道理も全く失われております。  

 全国過労死を考える家族の会が、「これ以上、私たちのような遺族、犠牲者をつく

らないでほしい」と家族の命を奪われた悔しさを訴えておられます。この声に応え国

会では野党６党が一致して、裁量労働制とともに「高度プロフェッショナル制度」も

削除を求めております。  

 「定額働かせ放題」で長時間労働を強い、過労死を促進する仕組みは撤回以外には

ありません。「過労死」や「過労自殺」の危険は、今や誰もが抱えている問題であり、

いつ当事者になるかわかりません。「働き方改革」は、本来、その危険を取り除き、

根絶するものでなければ意味を成しません。しかしながら、政府が準備している法案

は、過労死をなくすというどころか、ますますそれをふやし、深刻にする内容であり、

過労死を合法化することにもつながりかねません。  

 安倍総理などは残業時間の上限を初めて法制化するなどと誇らしげに言われており

ますが、その助言をといいましても、過労死ライン８０時間をはるかに超える１００



― 103 ― 

時間を上限にすることでは、これでは今まで違法だった長時間労働を合法化し、お墨

つきを与える法律としかなりません。  

 今回の働き方改革法案を歓迎し、その成立を強く願っているのは労働者ではありま

せん。財界・大企業の側です。裁量労働の対象拡大や、またいわゆる残業代ゼロ制度、

高度プロフェッショナル制度も財界・大企業が要望し、それを取り入れたのが今回の

法案です。まさに働き方の改革ではなく働かせ方の改悪というふうに言われても仕方

がありません。  

 このような意味からも、今、意見書で述べておりますように過労死を生まない社会

の実現を求める、そういった意味での法改正を強く求める立場から、本意見書に賛成

いたします。  

○議長（岡田  勇君）  

 ほかにありませんか。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 発議第３号  過労死を生まない社会の実現を求める意見書は、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。  

 起立少数です。  

 したがって、発議第３号  過労死を生まない社会の実現を求める意見書は否決され

ました。  

 ただいまから暫時休憩いたします。  

 議員の皆さんは全員協議会を開催しますので、委員会にご参集を願います。  

休憩（午後３時２３分～午後４時２６分）  

○議長（岡田  勇君）  

 休憩前に引き続き、会議を続けます。  

 副議長、岡田泰正議員から副議長の辞職願が提出されています。  
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 お諮りいたします。  

 副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として日程の順序を変更し、直ちに

議題にしたいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として日程の順序を変

更し、直ちに議題とすることに決定しました。  

 追加日程第１、副議長辞職の件を議題といたします。  

 地方自治法第１１７条の規定によって岡田泰正議員の退場を求めます。  

（岡田泰正議員退場）  

○議長（岡田  勇君）  

 職員に辞職願を朗読させます。  

○事務局長（島川昌代君）  

 失礼します。  

 それでは、朗読させていただきます。  

                            平成３０年３月２６日  

 和束町議会議長   岡田  勇  様  

                        和束町議会副議長   岡田泰正  

辞職願  

 このたび一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。  

 以上でございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 お諮りします。  

 岡田泰正議員の副議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。  

 異議なしと認めます。  
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 したがって、岡田泰正議員の副議長の辞職を許可することに決定しました。  

（岡田泰正議員入場）  

○議長（岡田  勇君）  

 岡田泰正議員の副議長辞職を許可することに決定しましたので、岡田泰正議員にこ

の旨告知いたします。  

 ただいま副議長が欠けました。  

 お諮りいたします。  

 副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として日程の順序を変更し、直ちに選

挙を行いたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として日程の順序を変更

し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。  

 追加日程第２、副議長の選挙を行います。  

 選挙は投票で行います。  

 議場の出入り口を閉めます。  

（議場閉鎖）  

○議長（岡田  勇君）  

 ただいまの出席議員数は１０人です。  

 次に、立会人を指名します。  

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に３番、村山一彦議員、４番、吉

田哲也議員を指名します。  

 投票用紙を配ります。  

（投票用紙配付）  

○議長（岡田  勇君）  
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 念のため申し上げます。  

 投票は、単記無記名です。  

 白票は無効票といたします。  

 投票用紙の配付漏れはありませんか。  

 配付漏れなしと認めます。  

 投票箱を点検します。  

（投票箱点検）  

○議長（岡田  勇君）  

 異常なしと認めます。  

 ただいまから投票を行います。  

 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。  

（投  票）  

○議長（岡田  勇君）  

 投票漏れはありませんか。  

 投票漏れなしと認めます。  

 投票を終わります。  

 開票を行います。  

 ３番、村山一彦議員、４番、吉田哲也議員、立ち会いをお願いします。  

（開  票）  

○議長（岡田  勇君）  

 選挙の結果を報告します。  

 投票総数１０票、有効投票８票、無効投票２票です。  

 有効投票のうち吉田哲也議員６票、小西  啓議員１票、井上武津男議員１票、以上

のとおりです。  

 この選挙の法定得票数は３票です。  



― 107 ― 

 したがって、吉田哲也議員が副議長に当選されました。  

 議場の出入り口を開きます。  

（議場開鎖）  

○議長（岡田  勇君）  

 ただいま副議長に当選された吉田哲也議員が議場におられます。  

 会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告知をします。  

 吉田哲也議員、副議長選任のご挨拶をお願いします。  

○副議長（吉田哲也君）  

 失礼します。  

 ただいま皆様方のご推挙をいただきまして、副議長という重役をあずかりました。

何分、浅学非才でございます。明るい和束町と議会の円滑を議長の補佐役として一生

懸命頑張っていきたいと思います。また、皆様方のご協力とご鞭撻をよろしくお願い

します。  

 簡単ではございますが、挨拶にかえさせていただきます。  

 よろしくお願いします。  

○議長（岡田  勇君）  

 本日の会議は議事進行上、会議時間を延長します。  

 これより暫時休憩いたします。  

休憩（午後４時４３分～午後５時１１分）  

○議長（岡田  勇君）  

 休憩前に引き続き、会議を続けます。  

 お諮りいたします。  

 お手元に配付いたしました日程第１号の１を本日の日程に追加し、日程の順序を変

更し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  
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 したがって、日程第１号の１を本日の日程に追加し、日程の順序を変更し、直ちに

議題とすることに決定いたしました。  

 追加日程第３、議席の一部変更を行います。  

 副議長の選挙に伴い、会議規則第４条第３項の規定によって議席の一部を変更しま

す。  

 お諮りいたします。  

 変更した議席は、お手元に配付しました議席表のとおりです。  

 その議席番号及び氏名を局長に朗読させます。  

○事務局長（島川昌代君）  

 失礼します。  

 それでは、議席番号と氏名を朗読いたします。  

 議席番号、氏名の順に朗読いたします。  

 １番、吉田哲也議員、２番、藤井淸隆議員、３番、村山一彦議員、４番、井上武津

男議員、５番、岡田泰正議員、６番、岡本正意議員、７番、畑  武志議員、８番、竹

内きみ代議員、９番、小西  啓議員、１０番、岡田  勇議員、以上でございます。  

○議長（岡田  勇君）  

 なお、氏名柱の議席番号については、次期定例会までに記入させていただきますの

で、ご了承願います。  

 日程第４、議会運営委員の辞任の件を議題といたします。  

 本日、小西  啓議員、岡田泰正議員から、一身上の都合により、議会運営委員を辞

任したいとの申し出がありました。  

 地方自治法第１１７条の規定によって、小西啓議員、岡田泰正議員の退場を求めま

す。  

（小西  啓議員、岡田泰正議員退場）  

○議長（岡田  勇君）  
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 お諮りいたします。  

 本件は申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、小西  啓議員、岡田泰正議員の議会運営委員の辞任を許可することに

決定いたしました。  

（小西  啓議員、岡田泰正議員入場）  

○議長（岡田  勇君）  

 これより暫時休憩いたします。  

休憩（午後５時１６分～午後５時２４分）  

○議長（岡田  勇君）  

 休憩前に引き続き、会議を続けます。  

 追加日程第５、議会運営委員の選任についてを議題といたします。  

 お諮りいたします。  

 議会運営委員会の委員については、委員会条例第７条第４項の規定により、井上武

津男議員、畑  武志議員を指名したいと思います。  

 指名することにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、井上武津男議員、畑  武志議員を議会運営委員に選任することに決定

いたしました。  

 これより本会議を休憩し、その間、初委員会を開き、議会運営委員会の委員長の選

任をお願いいたします。  

 場所は議長室で行います。  

 これより暫時休憩いたします。  

休憩（午後５時２５分～午後５時３１分）  

○議長（岡田  勇君）  
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 休憩前に引き続き、会議を続けます。  

 議会運営委員会の委員長に畑  武志議員が就任されましたので、報告します。  

 追加日程第６、相楽郡広域事務組合議会議員の選挙を行います。  

 本日、小西啓議員から相楽郡広域事務組合議会議員を辞任したいとの申し出があり

ました。  

 お諮りいたします。  

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推

選にしたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  

 お諮りいたします。  

 指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議長において指名することに決定いたしました。  

 相楽郡広域事務組合議会議員には吉田哲也議員を指名いたします。  

 お諮りいたします。  

 ただいま議長において指名いたしました吉田哲也議員を相楽郡広域事務組合議会議

員の当選人と定めることにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 よって、ただいま指名いたしました吉田哲也議員が相楽郡広域事務組合議会議員に

当選されました。  

 追加日程第７、相楽東部広域連合議会議員の選挙を行います。  

 お諮りいたします。  
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 本日、岡田泰正議員から相楽東部広域連合議会議員を辞任したいとの申し出があり

ました。  

 お諮りいたします。  

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推

選にしたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  

 お諮りいたします。  

 選挙の方法については議長において指名することにいたしたと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議長において指名することに決定いたしました。  

 相楽東部広域連合議会議員には岡本正意議員を指名いたします。  

 お諮りいたします。  

 ただいま議長において指名をいたしました岡本正意議員を相楽東部広域連合議会議

員の当選人と定めることにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 よって、ただいま指名いたしました岡本正意議員が相楽東部広域連合議会議員に当

選されました。  

 日程第１３、委員会の閉会中の継続審査・調査についてを議題といたします。  

 各委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付の申し出一覧表のと

おり、閉会中の継続審査・調査の申し出があります。  

 お諮りいたします。  

 各委員長の申し出のとおり、委員会の閉会中の継続審査・調査に付することにご異
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議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付するこ

とに決定いたしました。  

 お諮りいたします。  

 今期定例会に付された事件は全て議了いたしました。  

 よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、今期定例会は、本日をもって閉会することに決定いたしました。  

 町長、挨拶。  

○町長（堀  忠雄君）  

 平成３０年第１回和束町の定例議会を閉会されるに当たりまして、一言ご挨拶をさ

せていただきたいと思います。  

 最初に、本議会で一部議会の人事の構成がえが行われました。吉田副議長さんには

また今後ともよろしくお願いしたいと思います。  

 議運には畑議員が就任されました。今後もよろしくお願いいたします。  

 また、これまでの副議長として岡田議員にはいろいろとお世話になり、小西議員に

は議運の中でもいろいろありがとうございました。今後ともひとつよろしくお願いし

たいと思います。  

 そして、本定例議会には平成３０年度各種会計の予算、そして補正予算、また人事

案件、それから条例の改廃等について提案させていただきましたところ、いずれも原

案どおりご承認、またご同意をいただきましてありがとうございます。  

 ３０年度の予算でご審議いただきましたように、今年度は本当に犬打峠のトンネル

化の実現を目指したまちづくりの第一歩としての予算にもなっております。また、合
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わせまして、子育てに優しいまちづくりとして一歩前進をさせていただきました。さ

らには、和束町のまちづくりにとって非常に大事であり、住民からも日ごろから言わ

れたおりました町史の編さんについても本年度から再スタートし、完成を目指したい

と、こういう年にもなったわけであります。  

 どうか議員におかれましては、これからも行政にご協力、また、ご尽力賜りますこ

とと合わせまして、今後の議員の皆様方のご活躍をご祈念申し上げまして、甚だ簡単

でございますが、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。  

 今後ともどうかひとつよろしくお願いいたします。  

 ありがとうございました。  

○議長（岡田  勇君）  

 これをもちまして、平成３０年和束町議会第１回定例会を閉会いたします。  

 本日はご苦労さまでございました。  

午後５時３９分閉会  
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